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決算特別委員会次第 第１日

令和４年８月４日（木）

１．委員長の互選

２．議席の指定

３．副委員長の互選

４．議案上程（議案第５１号）

補足説明、監査委員総括意見、質疑、討論、表決

５．議案上程（議案第５２号から第５６号まで）

補足説明、監査委員総括意見、質疑、討論、表決

出席委員（１４人）

２番 古 仲 清 尚 ３番 鈴 木 元 章 ４番 安 田 健次郎

５番 吉 田 洋 平 ６番  田 司 ７番 船 木 正 博

８番 佐 藤 誠 ９番 畠 山 富 勝 １０番 進 藤 優 子

１２番 太 田 穣 １３番 三 浦 利 通 １４番 小 野 肇

１５番 田 井 博 之 １６番 小 松 穂 積

欠席委員（１人）

１１番 笹 川 圭 光

議会事務局職員出席者

事 務 局 長 岩 谷 一 徳

副 事 務 局 長 清 水 幸 子

主 席 主 査 中 川 祐 司

主 事 菅 原 優 美

説明のため出席した者

市 長 菅 原 広 二 副 市 長 佐 藤 博

監査委員(議会選出) 吉 田 清 孝 監査委員(非常勤) 鈴 木 誠
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監 査 事 務 局 長 目 黒 一 人 病 院 事 務 局 長 三 浦 大 成

同 副 事 務 局 長 伊 藤 雄 同事務局長補佐 佐 沢 由美子

企 業 局 長 佐 藤 孝 悦 企業局管理課長 畠 山 隆 之

同 主 幹 加 藤 明 人 同 主 幹 三 浦 広 光

同 副 主 幹 栄 田 親 ガス上下水道課長 三 浦 昇

同 主 幹 佐 沢 敦 也 同 主 幹 鎌 田 武 志

同 副 主 幹 畠 山 靖 隆

午前１０時０３分 開 会

○臨時委員長（安田健次郎） これより決算特別委員会を開会いたします。

委員会条例の規定により、委員長が決まるまで、暫時、委員長の職務を行いますの

で、よろしくお願いいたします。

本日、笹川委員から欠席の届出があります。

この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。仮議席は、ただいま御着席の議

席を指定いたします。

これより本日の議事に入ります。

委員長の互選を議題といたします。

お諮りいたします。互選の方法については、会議規則第１２５条第５項の規定によ

り、指名推選にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○臨時委員長（安田健次郎） 御異議なしと認めます。よって、互選の方法は、指名推

選によることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、当席において指名することにいたした

いと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○臨時委員長（安田健次郎） 御異議なしと認めます。よって、当席において指名する

ことに決しました。

委員長には、三浦利通委員を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま当席において指名いたしました三浦利通委員を、委員
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長の当選人と定めることに御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○臨時委員長（安田健次郎） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしま

した三浦利通委員が委員長に当選されました。

以上、告知いたします。

委員長交代のため、暫時休憩いたします。

午前１０時０５分 休 憩

○委員長（三浦利通） 皆さん、おはようございます。

ただいま決算特別委員長に指名いただきました三浦です。皆様方の御協力をいただ

きながら委員長の職務を務めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

午前１０時０６分 再 開

○委員長（三浦利通） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議事の進行上、議席を指定いたします。議席は、ただいま着席の議席を指定いたし

ます。

次に、副委員長の互選を議題といたします。

お諮りいたします。互選の方法については、会議規則第１２５条第５項の規定によ

り、指名推選にいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 御異議なしと認めます。よって、互選の方法は、指名推選によ

ることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、当席において指名することにいたした

いと思います。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 御異議なしと認めます。よって、当席において指名することに

決しました。

副委員長には、古仲清尚委員を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま当席において指名いたしました古仲清尚委員を、副委
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員長の当選人と定めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました古

仲清尚委員が副委員長に当選されました。

以上、告知いたします。

暫時休憩いたします。

午前１０時０７分 休 憩

午前１０時０８分 再 開

○委員長（三浦利通） 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議案第５１号令和３年度男鹿みなと市民病院事業会計決算の認定について

を議題といたします。

当局の補足説明を求めます。三浦男鹿みなと市民病院事務局長

○病院事務局長（三浦大成） おはようございます。

それでは、私から、議案第５１号令和３年度男鹿みなと市民病院事業会計決算につ

いて、補足説明をいたします。

本日は、決算内容の御説明に当たりまして、御理解の一助となりますよう、お手元

に参考資料を御用意いたしました。当日配付となり、大変申し訳ございませんが、決

算書と合わせて御覧いただければと存じます。

補足説明につきましては、およそ３０分ほど見込んでございます。お時間を何とぞ

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

では、恐れ入りますが、着席にて御説明させていただきますのでよろしくお願いい

たします。

初めに、令和３年度決算の要点につきまして、お配りいたしました参考資料により

御説明いたします。

参考資料の上段「１．全体概要」の欄を御覧願います。

要点としましては３点整理してございます。

一つとして、収益的収支における経常利益・純利益につきましては、前年度比６７．

９パーセント増の７，４３２万５，０００円となり、新型コロナの感染拡大に伴う診
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療実績の減少を受けながらも、減収増益により収支を改善し、黒字を確保することが

できたものでございます。

また、一般会計繰入金の状況につきましては、一般会計への依存の抑制の観点から、

３年度におきましては、総務省が示しております繰出基準に基づく繰り出しの基準内

繰入に限ったものとし、かつ、一つ目安としてまいりました５億円を下回る水準に抑

えることができました。

二つとしましては、診療実績の減による医業収益の減少に伴い、医業費用も減少し

ましたが、その一方で秋田中央保健所管内で唯一の新型コロナ患者の受入れ病床、こ

ちらをを有する拠点病院としまして、患者の積極的な受入れを行った結果、関連の国

県補助金、こちらは医業外収益となりますが、これが増加し、収支の改善・確保に寄

与したところでございます。

三つとしましては、３年度は、元年度策定の経営改善計画の計画２年目に当たりま

したが、新型コロナ対応下でも取組を継続し、その経済効果は、病棟再編による効果

の発現が通年化したことなどにより、計画比１４１．１パーセントの１億５，０８２

万円を算定しており、本業である医業における収益力の維持向上につながったものと

考えてございます。

なお、「効果の発現の通年化」という点を補足しますと、病棟再編のこの大掛かり

な取組、こちらにつきましては、２年度の年度途中に実施いたしましたため、２年度

におきましては、経済効果の発現が限定的、数か月分しか出なかったということでご

ざいます。しかしながら、３年度は４月から通年で効果が発現しましたので、そのメ

リットを存分に享受することができたという内容でございます。

３年度決算の大要としましては、以上３点整理させていただきましたが、各点につ

きまして、お手元の決算書に従い、さらに補足させていただきたいと存じます。

まず、病院事業の概況でございます。

恐れ入りますが、決算書の１７ページ、こちらをよろしくお願いいたします。

こちら、事業報告書でございます。参考資料では「２．事業概要等」の欄となりま

すので、併せて御覧いただければと存じます。

決算書１７ページ上段の（１）総括事項（イ）でございます。こちらには診療科目

等を記載してございますが、診療科目につきましては、記載の１３科を標榜し、許可
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病床数１４５床を有する市内唯一の総合病院として、また、へき地医療の拠点として

医療体制の充実に努めております。

医師につきましては、２年度と同様、常勤医師１４名の体制となってございます。

内訳としましては、内科５名、外科５名、整形外科２名、小児科、耳鼻咽喉科各１

名となっております。

次に、（ロ）の患者の利用状況についてであります。

入院では、延べ患者数が前年度比３，７５４人、９．０パーセント減の３万７，７

７５人、１日平均では１０．３人減の１０３．５人、病床利用率は７．１ポイント減

の７１．４パーセント、外来では、延べ患者数が４，３５２人、６．３パーセント減

の６万４，９１７人となっております。

患者数につきまして補足いたしますと、新型コロナ以前の令和元年度、こちらと比

べまして入院では１０．２パーセント、外来では１５．８パーセントの減となり、入

院、外来とも減少が続いている状況でございます。

また、患者１人当たりの診療単価につきましては、入院が３万３，８７２円で、前

年度と比較し１，０６７円の増、外来が９，９９８円で、６８５円の減となっており

ます。入院では病棟再編による効果等で向上した一方、外来ではクラスター発生の診

療実績の減が響くなど、微減となってございます。

次に、（ハ）の建設改良についてでございます。

令和３年度は、中央監視装置の改修工事等を行いましたほか、より安全な医療を提

供するための医療備品として、骨手術システム等１１件、その他備品３件をそれぞれ

整備してございます。

次に、（ニ）の財政面についてでございます。

総収益は、２５億６，３２０万３，８７２円で、前年度と比較し６４６万４，７１

５円、０．３パーセントの減となってございます。

内訳といたしましては、入院収益が１２億７，９５３万２，５６１円で、前年度と

比較し８，２８０万５，７５４円、６．１パーセントの減、外来収益は６億４，９０

７万９２０円で、９，０９４万３，９２７円、こちらは１２．３パーセントの減、そ

の他医業収益は１億１，８０３万４，０３２円で、３３９万９，４４８円、３．０

パーセントの増となってございます。
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医業外収益につきましては５億１，６５６万６，３５９円で、前年度と比較しまし

て１億６，３８８万５，５１８円、４６．５パーセントの増となっております。増加

の要因は、新型コロナ対応に伴う国県補助金の増でございます。

一方、総費用につきましては、２４億８，８８７万８，９９６円で、前年度と比較

し３，６５２万６，４１３円、１．４パーセントの減となっており、内訳といたしま

しては、医業費用が２３億７，７５８万２８６円で、前年度と比較し２，３３１万９，

０６０円、１．０パーセントの減、医業外費用は１億１，１２９万８，７１０円で、

前年度と比較し１，３２０万７，３５３円、１０．６パーセントの減となっておりま

す。

これらの結果、単年度では、前年度比３，００６万１，６９８円、率にして６７．

９パーセント増の７，４３２万４，８７６円の純利益となったものでございます。

なお、（ホ）記載の地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定される

資金不足比率、こちらにつきましては、３年度決算では、資金不足がございませんの

で資金不足比率は生じないものでございます。

なお、決算書１７ページには記載はございませんが、一般会計からの繰入金の状況

につきまして補足いたします。お配りの参考資料では「４．一般会計繰入金の推移」、

中ほどの中列の下段になります。こちらを御参考願います。一般会計からの繰入金に

つきましては、３年度は、収益的収支分、資本的収支分、合わせて４億８，７５８万

２，０００円、こちら全額、国が示す繰出基準内の繰入れとなっております。

繰入れにつきましては、平成２７年度には６億４，０００万円超、翌２８年度以降

も５億円を超える額、こちらで推移しておりまして、一般会計への依存の抑制、こち

らが一つ大きな経営課題となってまいりましたが、市民病院では、経営改善の取組に

より収益力の向上を図り、安易な繰入れは行わないという基本的な考えの下で、一般

会計への依存の抑制に努めてきたところであり、３年度には、一つ目安としてまいり

ました５億円を下回ることができ、かつ、基準内繰入れのみに限定することができた

ものでございます。

これにより、許可病床１床当たりの繰入額を算出しますと、平成２８年度におきま

しては４４３万１，０００円となっておりましたところ、３年度は３３６万３，００

０円に抑えることができました。
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以上、３年度の事業の概況を御説明いたしましたが、経営環境としては厳しい状況

にありながらも収支を確保し、増益を実現できた要因としましては、一つには、

（ヘ）に記載のとおり、市民の生命と健康を守るため、中央保健所管内で唯一、新型

コロナウイルス感染症患者の受入れ病床を有する拠点病院として、患者の受入れ等に

積極的に対応したことにより、関連の国県補助金が増加しました結果、医業外収益が

増加し、前年度を上回る純利益の確保が図られたことが挙げられます。

さらに、本業の収益力の基盤づくりという観点から申しますと、２年度に引き続き

取り組みました経営改善による経済効果も大きなポイントとなってございます。こち

らにつきましては、お手元の参考資料の「６．経営改善による経済効果」に記載して

ございますが、３年度は、新型コロナの地域内での感染拡大に対応する中にありまし

ても、計画２年目として、前年度に引き続き、単価の向上施策、コスト削減の取組、

病棟再編の主に３点に取り組み、収益性の向上に向けた経営の基盤づくりに努めてま

いりました。

現在、取組による経済効果の算定・評価の作業を行っておりますが、現時点での評

価としましては、単価の向上施策分で５，３０２万９，０００円、コスト削減分で７

３９万５，０００円、１病棟を地域包括ケア病棟化した病棟再編分で９，０３９万８，

０００円、計１億５，０８２万２，０００円の経済効果があったものと算定しており

ます。

これらを踏まえ、市民病院としましては、まず、経営改善の推進により、収益力の

継続的な改善を推し進めることができたことによりまして、新型コロナの地域内にお

ける感染拡大等の影響のため診療実績が減少する中にありましても、一定の収益力の

維持・向上が図られるとともに、コロナ患者の受入れ等、現下の地域課題に即した取

組を積極的に行うことによりまして、関連の国県補助金が大幅に増加し、収支の確保、

増益につなげることができ、一般会計への依存の抑制もあわせて図られたものと整理

しているところでございます。

４年度におきましても、当面、新型コロナによる経営への影響は予断を許さない状

況にございますが、市民病院におきましては、自治体病院として地域医療の中核的役

割を担うべく、引き続き取組を継続し、感染症の収束後の経営も見据えつつ、経営改

善を着実に推進し、持続的な経営に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
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次に、市民病院の経営状況に関する客観的な指標、経営指標について御紹介いたし

ます。

恐れ入りますが、決算書は次のページ、１８ページをお願いいたします。

こちらは、主な経営指標としまして経常収支比率、医業収支比率、修正医業収支比

率、累積欠損金比率、病床利用率、こちらの五つの経営指標の推移をまとめてござい

ます。参考資料では「５．経営指標の推移」に同じ内容を記載しております。

各経営指標の定義、考え方につきましては、決算書１８ページ下段にそれぞれ記載

してございますが、概況を説明いたしますと、まず一つ目、経営の健全性を示す経常

収支比率は、単年度の収支が黒字であることを示すには１００パーセント以上である

ことが求められますが、実績では１０３．０パーセントとなっております。

二つ目、医業収支比率ですが、病院の本業である医業活動から生じる医業費用を、

医業収益でどれだけ賄えているか、本業の費用を本業の収益でどれだけ賄えているか

を示す指標でございまして、３年度は前年度比６．２ポイント減の８６．１パーセン

トとなっております。この要因としましては、コロナの影響による診療実績の減少に

伴う医業収益の減少が挙げられます。

なお、全国の同類同規模の公立病院での平均は例年８割前半、３年度の平均はまだ

承知しておりませんけれども、２年度におきましては８０．７パーセントと承知して

おります。これに比較しますと、決して私たちの病院の方、本業の収支比率は見劣り

する状況ではないと考えております。

三つ目の修正医業収支比率は、医業収益から一般会計負担金を控除した修正医業収

益が、医業費用に対してどの程度となっているかを示す指標ですが、３年度は前年度

比６．３ポイント減の８２．８パーセントとなっており、医業収支比率と同様の動き

となっております。減少の要因は、医業収支比率同様でございます。

なお、全国の同規模同類の公立病院の平均では、例年７割後半程度、２年度は新型

コロナの影響により７４．５パーセントと承知しておりまして、３年度も同様の傾向

と推測しているところでございます。

四つ目の累積欠損金比率ですが、これまでの事業運営により生じた損失の累積であ

る累積欠損金、これが事業規模に対してどの程度の大きさとなっているかを示す指標

となります。実績では前年度比２．５ポイント増の７５．２パーセントとなっており



- 10 -

ます。累積欠損金の額は前年度よりも減少しておりますが、分母となる事業規模、す

なわち医業収益でございますが、これが大きく減少しておりますので、結果として比

率が上昇したという内容になっております。

なお、公立病院の同類同規模では、毎年度１２０パーセント程度、全国の規模別に

しての平均ではもっと低いんですけども、我々の病院と同類同規模というその平均と

比べますと、毎年度１２０パーセント前後、これに対して我々の方は７割台に抑えて

いるという状況でございます。

引き続き、単年度の収支の確保により、黒字を維持することで累積欠損金の縮小を

図るとともに、本業部分の収益である医業収益の確保に引き続き努めてまいりたいと

存じております。

五つ目の病床利用率は、病床がどの程度効率的に稼働しているかを示す指標で、令

和３年度実績では、前年度比７．１ポイント減の７１．４パーセントとなっておりま

す。

こちらにつきましては、全国の公立の一般病院の過去実績では、平均で７割前半と

なっておりますけれども、２年度は６４．４パーセントと大きく減じております。こ

れは、全国的に新型コロナ患者向けの病床確保が各地域の公立病院を中心に行われて

おりまして、病床確保の必要から、一般患者を受け入れられない待機病床、空き病床、

こちらも多く生じたためと考えられております。

当院におきましても同様の状況にありました。そして、加えて３年５月発生の院内

クラスター時の入院の制限等もございましたので、利用率は低下したところでござい

ます。

経営指標の概況につきましては以上でございます。

続きまして、決算報告書の御説明をさせていただきたいと存じます。

決算書は前の方、２ページ・３ページ目、こちらをよろしくお願いいたします。

こちらは、決算報告書でございます。

こちらの報告書につきましては、消費税込みの金額となっております。

（１）の収益的収入及び支出でございます。

まず、収入でありますが、第１款病院事業収益は、予算額の合計２５億９，７２

９万６，０００円に対しまして、決算額は２５億７，０１３万５，９３５円となり、
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予算額に対し２，７１６万６５円の減となっております。

収益の主なものの割合といたしましては、入院及び外来の診療収入が７５．２パー

セント、一般会計からの負担金及び補助金が１２．０パーセントとなっております。

次に、下の表の支出でございますが、第１款病院事業費用は、予算額の合計２６億

６３３万２，０００円に対しまして、決算額は２４億９，５８１万１，０５９円で、

不用額が１億１，０５２万９４１円となっております。

費用の主なものの割合といたしましては、給与費が６０．３パーセント、材料費が

１６．３パーセント、委託料や光熱水費などの経費、こちらが１５．８パーセント、

減価償却費が５．４パーセントと、それぞれなっております。

次に４ページ・５ページ目をお願いいたします。

こちら（２）の資本的収入及び支出でございます。まず、収入でありますが、第１

款資本的収入は、予算額の合計２億４，００２万２，０００円に対しまして、決算額

は２億３，３４２万２，０００円となり、予算額に対し６６０万円の減となっており

ます。

収入の主なものの割合といたしましては、企業債が２３．１パーセント、一般会計

からの負担金及び補助金が７６．９パーセントとなっております。

次に、支出でありますが、第１款資本的支出は、予算額の合計３億５，４０６万３，

０００円に対しまして、決算額は３億４，９９３万７，１６７円で、不用額が４１２

万５，８３３円となってございます。

支出の主なものの割合といたしましては、設備改修や医療機器の整備など建設改良

費が１７．３パーセント、企業債償還金が８２．１パーセントとなっております。

次に、財務諸表の説明をいたします。財務諸表関係は、税抜きとなりますのでよろ

しくお願いいたします。

９ページ、こちらをよろしくお願いいたします。

こちらは、損益計算書でございます。

まず、１の医業収益は、入院及び外来収益のほか、一般会計負担金及び室料差額収

益など、その他医業収益で２０億４，６６３万７，５１３円、２の医業費用は、給与

費、材料費、経費、減価償却費、資産減耗費及び研究研修費で２３億７，７５８万２

８６円、３の医業外収益は、預金利息などの受取利息配当金、一般会計からの負担金
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及び補助金、新型コロナ関連の補助金など国県補助金、長期前受金戻入及びその他医

業外収益で５億１，６５６万６，３５９円、４の医業外費用は、企業債などの支払利

息及び消費税納税額などの雑損失で１億１，１２９万８，７１０円となっております。

１の医業収益と３の医業外収益を合わせました収益の合計、こちらは２５億６，３

２０万３，８７２円、２の医業費用と４の医業外費用を合わせました費用合計は２４

億８，８８７万８，９９６円で、この結果、下から４行目の経常収支では７，４３２

万４，８７６円の黒字となりまして、当年度は同額の純利益を確保したものでござい

ます。これに、前年度からの繰越欠損金１６億１，２４６万２，９００円を加えまし

た 下段の当年度未処理欠損金、こちらは１５億３，８１３万８，０２４円となるも

のでございます。

次に、１０ページ・１１ページをお願いいたします。

こちらは、欠損金計算書でございます。

まず、表の一番左の資本金ですが、自己資本金で内訳は過去の減債積立金及び建設

改良積立金の取崩し分でございまして、一番下の行の当年度末残高は、前年度末残高

と同様２，８４９万９２４円となっております。

次に、表の中ほど、資本剰余金合計は、３年度における変動はなく、 下段にあり

ます残高は２億１，４１９万３，０５０円となっております。

表の右から２列目、利益剰余金合計は、前年度末の未処理欠損金残高マイナス１６

億１，２４６万２，９００円に、下から２行目の当年度純利益７，４３２万４，８７

６円を加え、一番下の年度末残高、こちらにつきましてはマイナス１５億３，８１３

万８，０２４円となり、表の右下の資本合計年度末残高は、マイナス１２億９，５４

５万４，０５０円となるものでございます。

次のページをお願いいたします。

こちらは、欠損金処理計算書でございます。

未処理欠損金の当年度末残高は１５億３，８１３万８，０２４円であり、全額翌年

度に繰り越されるものでございます。

１３ページでございます。

こちら、年度末時点での貸借対照表でございます。

御説明は、こちら 後となりますのでよろしくお願いいたします。



- 13 -

こちらの貸借対照表につきましては、資産の部１、固定資産でありますが、（１）

有形固定資産では、土地、建物、構築物、器械及び備品並びに車両の取得額の合計６

３億４１０万７，６９０円から、減価償却累計額の合計４５億５，４０２万２，９９

４円を差し引きました合計額は、表の中ほどの有形固定資産合計で１７億５，００８

万４，６９６円、（２）の投資は、医師等修学資金貸付金で、１１名分、４，１４２

万４，０００円で、有形固定資産と投資を合わせました固定資産合計は１７億９，１

５０万８，６９６円となっております。

次に、２の流動資産でありますが、（１）の現金預金が１億７，３５１万９，０６

４円、（２）の未収金は、主に２月・３月分の入院・外来の診療報酬で、貸倒引当金

５５万８，３７５円を差引き３億７，１６１万５，０３８円、（３）の貯蔵品は、医

薬品及び診療材料で２，４０７万４，４９８円となり、流動資産の合計は５億６，９

２０万８，６００円です。こちら、固定資産と流動資産を合わせました一番下の資産

合計は２３億６，０７１万７，２９６円となっております。

次のページをお願いします。

こちらは負債の部でございます。

３の固定負債は、（１）の企業債が病院移転に伴う新築事業費及び医療機器等の整

備費で１３億５，８８５万６，６７６円、（２）の引当金は退職給付引当金で３億８，

１８１万８，４００円、これを合わせました固定負債の合計は１７億４，０６７万５，

０７６円となっております。

４の流動負債は、（１）の企業債が令和４年度の償還予定額で２億６，９６０万８，

９２１円であります。

（２）の一時借入金が２億９，０００万円、（３）の未払金は、薬品及び診療材料

費のほか、委託料など一般経費で１億４８３万８，６０８円、（４）の預り金は、職

員の所得税、住民税などで８９９万１，５６６円、（５）の引当金は職員の賞与とそ

れに伴う法定福利費の引当金で７，５５０万４，０００円、以上を合わせました流動

負債の合計額は７億４，８９４万３，０９５円となっております。

５の繰延収益は、（１）の長期前受金が１５億９，５７３万９，０６３円で、

（２）の収益化累計額４億２，９１８万５，８９２円を差し引き、繰延収益合計額は

１１億６，６５５万３，１７５円となるものでございます。
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次に資本の部でございます。

６の資本金、７の剰余金及び欠損金につきましては、先ほど欠損金計算書で御説明

を申し上げておりますので内容は省略させていただきますが、下から２行目の資本金

と剰余金を合わせました資本合計、こちらは、マイナス１２億９，５４５万４，０５

０円、また、一番下の行、負債と資本を合わせました負債資本合計は、資産合計と同

額２３億６，０７１万７，２９６円となっております。

財務諸表に関する御説明は以上となります。

以上で、議案第５１号令和３年度男鹿みなと市民病院事業会計決算についての補足

説明を終わらせていただきますが、何とぞ御認定賜りますようよろしくお願い申し上

げます。

○委員長（三浦利通） 次に、監査委員から決算審査における総括意見を求めます。鈴

木監査委員

○監査委員（鈴木誠） おはようございます。

それでは、令和３年度男鹿市公営企業会計決算に関する審査意見を御報告させてい

ただきます。

座って報告させていただきますので御了承願います。

決算審査意見書の１ページをお開き願います。

公営企業会計の決算審査は、令和４年６月３０日に男鹿みなと市民病院事業会計、

７月５日に企業局の各事業会計の審査を実施いたしました。

審査に当たりましては、決算書及び付属書類が地方公営企業法及び関係諸法令並び

に企業の財務に関する諸規則に準拠して作成されているか、事業の経営成績及び財政

状態を適正に表示しているか、決算の計数は正確であるかといった観点から審査いた

しました。

また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、資金不足比率の審査も

併せて実施し、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に

作成されているか、慎重に審査いたしました。

それでは、男鹿みなと市民病院事業会計、主に財務状況等について御説明をいたし

たいと思います。

先ほど御覧になっていただきました令和３年度男鹿市公営企業会計決算審査意見書
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及び、もう一点資料がございますけども、令和３年度男鹿市公営企業会計資金不足比

率審査意見書を御覧になっていただきたいと思います。

１ページでございますが、審査の対象は、令和３年度男鹿みなと市民病院事業会計

決算でございます。

先ほど病院の方から大変分かりやすい詳しい説明がございましたけども、審査の結

果でございますけども、決算書及び付属書類は、地方公営企業関係法令に定められた

様式によりまして作成されており、計数的に正確であると認められました。

また、事業の令和４年３月３１日現在の経営成績及び財政状態を適正に表示してい

るものと認められました。

以下、内容につきましては、損益計算書など主なものについて御説明をいたします。

先ほどの病院の説明の繰り返しとなる部分もございますが、御了承願います。

３ページを御覧いただきたいと思います。

男鹿みなと市民病院事業の概要についてでありますが、新型コロナウイルスの感染

拡大や院内クラスターの発生などもありまして、年間患者数は、入院が３万７，７７

５人で、前年度より３，７５４人の減、外来が６万４，９１７人で、前年度より４，

３５２人の減となっております。また、病床利用率は７１．４パーセントで、前年度

より７．１ポイント減少しております。

６ページをお開きください。

３の経営成績、（１）の比較損益計算書についてであります。表の下の方に説明が

記載されておりますので、そちらを御覧になっていただきたいと思います。

アでありますが、医業収益２０億４，６６３万７，５１３円に対し、医業費用は２

３億７，７５８万２８６円で、この結果、医業損失が３億３，０９４万２，７７３円

となり、前年度より１億４，７０３万１，１７３円の減益となっております。

イでありますが、医業外収益５億１，６５６万６，３５９円に対し、医業外費用は

１億１，１２９万８，７１０円で、この結果、４億５２６万７，６４９円の利益とな

り、前年度より１億７，７０９万２，８７１円の増益となっております。これは新型

コロナウイルス感染症関係の国・県の多額の補助金の交付があったことなどによるも

のであります。

ウでありますが、総収益は２５億６，３２０万３，８７２円、総費用は２４億８，



- 16 -

８８７万８，９９６円で、純利益が７，４３２万４，８７６円となり、前年度より３，

００６万１，６９８円の増益となっております。

次の７ページを御覧いただきたいと思います。

（３）の人件費の医業収益に対する割合でありますが、６９．９パーセントで、前

年度より６．５ポイント増加しております。

１１ページをお開きください。

（２）の財務比率でありますが、各比率についての説明は下の注意書きを御覧いた

だきたいと思います。

一つ目の流動化率は７６パーセントで、前年度より９．５ポイント上昇しておりま

す。

次の自己資本構成比率はマイナス５．５パーセントで、前年度より７ポイント上昇

しております。

固定資産対長期資本比率は１１１．２パーセントで、前年度より４．７ポイント低

下しております。

累積欠損金比率は７５．２パーセント、先ほど説明ありましたが、前年度より２．

５ポイント上昇しております。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率は、昨年度に続き

発生しておりません。

１２ページをお開きください。

６のむすびでございますが、朗読させていただきたいと思います。

以上、令和３年度の男鹿みなと市民病院事業会計における経営成績及び財政状態等

について、その内容を分析してきた。

経営状況は、総収益２５億６，３２０万３，８７２円に対して、総費用が２４億８，

８８７万８，９９６円で、差引き７，４３２万４，８７６円となり、３年連続の黒字

決算となった。

これは、令和３年５月に発生した新型コロナウイルス感染症の院内クラスターが６

月に収束するまで、入院及び外来患者数が大きく減少し、医業収益が落ち込んだもの

の、医業外収益として感染者の受入れ等に係る国・県からの多額の補助金を受けたこ

とによるものである。
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市の一般会計からの繰入金は４億８，７５８万２，０００円で、減少傾向にあるが、

依然多額であり、市の財政を圧迫する大きな要因となっていることから、その依存度

を低下させることが強く求められている。

また、累積欠損金は１５億３，８１３万８，０２４円となっており、これを削減す

るためにも、本業の医業収益を向上させることが喫緊の課題となっている。

こうした中で令和２年度からスタートした経営改善計画に基づき、診療単価の向上

やコスト削減、病棟構成の再編等の対策に取り組んでいるが、院内クラスターの発生

によって計画の着実な実行を担うプロジェクト活動の一部が休止するなど、支障も生

じている。

今後は、万全な感染対策の下で、推進体制を立て直し、計画に盛り込まれた改善策

を着実に実行することによって、期待される経済効果の発現を図り、本市唯一の総合

病院としての機能を一層強化されたい。

以上でございます。

次に、資金不足比率審査意見書の１ページをお開き願います。

令和３年度男鹿市公営企業会計資金不足比率に関する審査意見のうち、男鹿みなと

市民病院事業会計について、御説明をいたします。

審査は令和４年６月３０日に実施いたしました。その結果でございますが、決算審

査意見書の財務比率の部分でも申し上げましたが、２ページの表のとおり、審査に付

された資金不足比率は発生しておらず、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められました。

以上でございます。

以上、令和３年度男鹿みなと市民病院事業会計決算及び資金不足比率に関する審査

意見を述べさせていただきました。よろしくお願いいたします。

○委員長（三浦利通） 以上で、補足説明及び監査委員からの総括意見が終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありますので、これを許します。１２番太田委員

○１２番（太田穣委員） おはようございます。

局長、また、監査委員からも説明、御報告がありました。昨年５月にクラスターが

発生いたしまして、１か月くらいみなと市民病院、閉院いたしましたが、男鹿・南秋



- 18 -

医療圏に対する影響は大きく、改めて男鹿みなと市民病院の地域での役割の大きさを

感じております。

新型コロナウイルス感染症患者の受入れ病床を有する拠点病院として、患者の受入

れなどに積極的に対応し、医業外収益で国・県から１億８，８００万円と多額の補助

金をもらったことにより、前年度、約４，４００万円の純利益を上回る約７，４００

万円の純利益が確保されたことは大いに評価されます。

また、一般会計からの繰入れも減少していることも大いに評価されます。

それでは、通告に従いまして数点伺います。

コロナ禍において、ここ数年の手術件数は、どう推移しているのかお伺いいたしま

す。

それと、特定のドクターだけに負担は掛かっていないのかお伺いします。

それと、現在、連日のコロナ千人超えで、また爆発的に増えてきておりますが、市

内のコロナの患者数、また、入院、自宅療養を含めて何人いるのか、それと消防、救

急の方とも連絡を取り合っているのか伺います。

それと、訪問看護の収益が伸びております。４階の急性期病床から３階の地域包括

病床、そして自宅、この流れの中での患者だと思います。訪問看護は診療報酬も高い

ことから、今後、ベッド数を増やしていく予定はないものなのか伺います。

それと、看護師が令和２年度と比較して８５名から８２名と３名減になっておりま

すが、看護師においては１人減でもほかの看護師への負担が大きいと思うので、現在

ぎりぎりの体制だと思います。看護師不足が 重要課題であると思います。看護師に

おいては、何人くらい足りないのかお伺いします。

それと、看護師不足に、どう取り組んでいるのか、併せてお伺いします。

それと、看護師のクリニカルラダーにおいてスキルアップのために、どういった仕

組みで研修が行われ、どう人事評価に反映されているのかお伺いいたします。

それと、現在のＭＲＩ、オープン型で患者さんにとても優しいものでありますが、

十数年前のものであると思います。ＭＲＩ技術の進歩は進んでおり、検査時間を短く

し、なおかつ高画質のものも開発されております。みなと市民病院で脳ドックを行っ

ていることもありまして、ＭＲＩの更新の今後の予定はないものなのか、それとドク

ターから新しくした方がいいとの声はないものなのかお伺いいたします。
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以上、よろしくお願いいたします。

○委員長（三浦利通） 三浦病院事務局長

○病院事務局長（三浦大成） 御質問、大変ありがとうございます。

今、冒頭で地域での役割の大きさを感じているという過分な御評価いただきました

けれども、まず改めまして３年度決算の御説明に当たりまして、前年５月発生のクラ

スター時におきましては、男鹿市のみならずこの中央保健所管内周辺地域の皆さんに

対しても、御心配と御不便お掛けいたしましたこと、改めてここにおわびさせていた

だきたいと思います。

また、そうしたところから回復する中で、通常の診療に戻す中で、我々としまして

も、この周辺の地域のみならず全県的に医療機関に助けていただいてクラスターを乗

り切ったという自覚がございます。そうした中で積極的にクラスターが明けたら地域

で困っているその患者さんたちを積極的に受け入れていこうじゃないかということで、

我々の方では積極的にこの受入れを対応したと、そういった認識でございます。その

中で太田委員おっしゃいます地域での役割の大きさというところ、そこをお感じいた

だけたのかなと思いまして、少しでもお役に立てたのかなと感じているところでござ

います。

御質問いただいた内容についてお答えしていきたいと思います。

まず、コロナ禍でのこの手術件数の推移でございますが、コロナ前の令和元年度を

見ますと２４７件、２年度には２６４件と。これに対しまして昨年度３年度は２１７

件と、カタッと落ちているような印象を受けます。これは中を申しますと、やはり５

月発生のクラスターの影響でございます。昨年の５月・６月にはクラスターが発生し

たということを踏まえまして、予定手術を延期したり、手術の件数を制限すると、基

本的に行わないという措置をとりました。そこで５月・６月、共に一桁、５件前後、

本当に命に関わるような緊急的な手術だけは施行するという考えで実施いたしました

ので、ここだけ減少の幅が大きくて、ほかの月には大体１０件から２０件程度、手術

実施してございますので、それが 終的な結果として出たのかなというふうに認識し

ております。

また、二つとして、何か特定のドクターにだけ負担が掛かっていることはないかと、

コロナ対応に関してもということと存じますけども、この点についてはですね、我々
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の病院、ちょっと特徴があるのがですね、まず一つ、病床、今、コロナ患者向けの病

床８床用意してございます。これ県のホームページでもオープンになっておりますけ

れども。例えば周辺の地域で大きなところを見まして、秋田厚生医療センターさんで、

これ８床でございます。それに対して我々の方でも８床と。これの持ち方なんですけ

れども、大きいところですと感染症の専門医だけがこのコロナの療養に当たっている

というようなケースもございます。ですので、一般の内科医ですとかそうしたところ

は関わらないで、感染症のその専門を持っている方だけがコロナ対応をしていると。

対しまして我々の病院、コロナの感染症の専門医おりませんけれども、院長を筆頭に

主に内科の医師５名ほどおりますが、そちら全員で当たっていると。基本的な感染予

防をしっかりやりながら、感染のその専門家とかそういったとこに限らず、医師全員

でそこはやっていこうという体制で当初から臨んでおります。そうした点からしまし

て、特定のドクターにだけこのコロナ対応で負荷が掛かっているかと、そうしたとこ

ろはないと認識しております。

また、発熱外来も増えておりますけれども、日々担当の医師、その日その日の担当

の医師で回しながらやりますので、そういった負荷の持ち方については十分注意しな

がら我々としても医師の対応を取っているところでございます。唯一、一番負荷が掛

かっているかなというのは、やっぱり院長が掛かっているかと思います。これはやは

り院長が自分が率先して、医師を動かすには、やはり自分が動かなければ動かないと、

示すためだということでの御認識と伺っております。ですので、外科医ではあります

けれども、コロナの対応も院長は当たっておりますし、内科医と一緒にそういったと

ころで感染対策に、先頭に立って当たっているという状況でございます。そこは院長

に伺いますと、職責として認識しているので負担とは考えていないということでござ

います。

また、現在コロナが爆発的に増えてきていると。そうでございます。発熱外来、

近も混んでいる状況ですけれども、この人数でございますけども、こちらにつきまし

て市民病院、我々の方、あくまで一つの医療機関でございまして、来た方に対して例

えば診察したり検査をしたりということで、市内のその全体的な数字というものは主

体的には持ち合わせていないという状況でございます。

我々の病院、男鹿みなと市民病院ですけども、周辺のほかの他市町村の方も御利用
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いただいているという中で、市内のみの方ということでの統計は、特にこのコロナの

関係では持ち合わせていないということで御理解願いたいと思います。

ただ、自宅療養者がこれだけ軽症者で増えているという状況にあって、県の方の取

組としましては、やはり自宅療養者が急変して運ばれたりするケースがあると。そう

したところへ対応するためには、この拠点的な病院でどういった人が地域で療養して

いるか、自宅療養しているかを理解していないと、急な対応はできないだろうという

ことで、まず一つ、その医療機関、拠点的な医療機関と、あと消防の機関、我々の方

ですと男鹿地区消防さん、こうしたところには非公開で、非公表という形で自宅療養

者、陽性者の一覧表、これが日々更新されて提供されております。こちらは、ただ県

の方からは、人数等も含めて非公表で提供しているということでの但し書きといいま

すか、そういったところでございますので、こちらについては内容についてはお答え

をしかねる内容となっております。

一つこの件に関して補足としてなんですけども、考え方としてですが、中央保健所

の管内では連日、 近ですと４０名から８０名ぐらいの規模で陽性者が出ていると。

また、現在の基準ですと自宅療養で感染した場合に隔離をするとなりますと、まず１

０日ということになります。ですので、現時点で陽性者としてカウントされている人

数を考えますと、１日平均６０前後かなと、そのぐらいを考えれば掛ける１０日で５

００から６００人と、こういった規模が推計されるといいますか、推し計ることがで

きるのかなと思います。

ただ、中央地区の管内といいますと秋田市入りませんので、男鹿市、潟上市、八郎

潟町、五城目町、井川町、大潟村と、この地域の人口８万人弱です。７万８，０００

人ぐらいだったと思いますけども、これに対して男鹿市は３割ほど、２万５，０００

人となると３割ほどと。そう考えますと、単純に按分しますと１５０から１８０人ぐ

らいになるかなと。ただ、地域的に市町村でもクラスターの発生状況等によりまして

感染の状況違いますので、多いところ、少ないところ、これ当然あるわけですけれど

も、単純に日々の県の発表している人数から、また、人口等を加味して大体の規模感

として考えれば、大きくは外れないものだと思います。今、県内で一円でこういった

感染状況が続いているという中では、特に局所的に続いているとなると、こういった

推計できないんですけども、一円で広がっていますので、大体こういった規模感で推
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し計って外れるものではないのかなというふうに思っております。

そして次、急性期から地域包括ケア病床、自宅という、在宅復帰というところでの

流れの中で診療報酬も比較的高いこの地域包括ケア病棟、この扱いのお話かなという

ふうに伺いましたけれども、今、３Ｂ病棟、これ１棟５０床、全てが地域包括ケア病

床でございます。５０床あるんですけれども。導入してから、病棟を再編してからの

病床の利用率、その３Ｂ病棟を見ますと、大きくあふれたりとかそうしたところは見

えていないといいますか、地域的なニーズはしっかりと受け止められているかなとい

う状況でございます。ですので、まずは地域的なニーズに今の段階では即していると。

また、病床の数、病床数を考える上で一つ考える必要があるのが、対しての看護師

さんですとかそうしたところのスタッフがしっかり充足しているかと。どうしても施

設の基準で患者さんの数に対して看護師何人というのあるもんですから、３Ｂ病棟、

この地域包括ケア病床の場合は１３対１という基準になりますけども、ここをしっか

り看護基準に即した形で看護師を充足して、かつ地域のニーズに応える病床数は何個

かというふうに考えていきますと、今５０床用意していますが、当面はまずこのまま

でいいだろうというふうに考えております。ただ、地域的にまだその在宅復帰に向け

たこういったニーズが高まってくるとかそうしたところがあれば、そこは詳しく見極

めながら病床数を日々、随時検討していく必要があると思います。

次に看護師不足ですけれども、看護師で何人ぐらい足りないのかというお尋ねでご

ざいましたが、明示して何人という形ではちょっとお答えが難しいのかなというふう

に受け止めております。ただ、どの観点で不足しているかという、その考えどころと

いうのが幾つかあると思います。まず一つ、施設の基準からすれば、今の病院の入院

の数に対して看護師は充足しているだろうと。基本的な数は満たして診療報酬に反映

されておりますので、その点では大丈夫だと。ただ、その中を見ますと、やはり常時、

産休ですとか育休ですとか、病休ですとか、どうしても休暇発生している方がいらっ

しゃいます。１０人まではいきませんけれども、５人前後、５から１０人ぐらいの方

がやはり常時そういったところがございます。特に女性の割合の高い職場となります

ので、特有のそういった状況も病院にはございます。また、家庭の状況で日直ですと

か当直、あと救急のための夜間の対応ですとか、そうした生活のリズムの関係で、こ

ういったシフトには対応できないという方も中にはいらっしゃいます。そうした個々



- 23 -

の働き方を考えますと、決してその頭数だけで充足しているというわけではなくて、

日々何とかやりくりをしてシフトを組んで、特定の方に負担が、しわ寄せならないよ

うにと看護部の方でも日々努力をしているところでございます。その点からしますと、

今、現に５から１０人程度の規模で病休、育休、産休等発生しておりますけども、そ

の方々が満足に働いてやっとしっかり回せるかなという感覚でおりますので、願わく

ば５から１０人ぐらい、やはりいれば、看護師もしっかりとしわ寄せなくといいます

か、働き方を確保しながら無理のない働き方ができるのかなと、それが結果として看

護師の定着にもつながってまいりますので、その意味では看護師の不足、獲得という

のが必要になってくると。そこは太田委員とも認識が同じところかなというふうに

思っております。

その不足にどう取り組んでいるかという点ですけれども、コロナ禍で様々な就職の

説明会とかガイダンスが全て中止されてきた中で、ようやくこの夏には少しずつ動き

が始まっているという状況です。我々としましても７月に入りまして、看護部長と私、

副事務局長も参加しましたけども、周辺の高校に看護学生が志望されているところに

伺いまして、直接伺って、例えば修学資金の制度的な説明ですとか、地域でどれぐら

い志望されている方がいるかという情報の交換ですとか、そうしたところは出向いて

指導の教諭とお話合いさせてもらったり、あるいは県内の看護学校に訪問して獲得に

向けたお願いをしたり、そうしたことをさせていただいております。

また、在職している看護師にもネットワークを生かして、ぜひ紹介してほしいです

とか、事務でも随時募集をしたりとか、そうしたことであらゆる手段で看護師の獲得

には随時動いているという状況でございます。何分、看護師、我々事務職と異なりま

して流動性が高くてですね、比較してやはり途中で退職されてほかに行くとか、そう

した方も事実として多いわけなので、その流動性をカバーする上でも、出る方は一定

数いるにしても、入る方も一定数いるということで、しっかりとその分は獲得してい

きたいというふうに考えております。

次に、クリニカルラダーの件でございますけども、クリニカルラダー、こちらは看

護師の能力開発、評価のシステムの一つということでして、様々な医療機関で現在活

用されていると思います。看護師のクリニカルラダー、クリニカルというのは看護の

実践というところで、ラダーといいますとはしごになりますので、その看護実践の能
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力を段階的にしっかり獲得して評価していくと、この仕組みが看護師のクリニカルラ

ダーということで知られているところですけれども、我々の病院では日本看護協会、

全国組織です。そちらで開発しておりますラダー表、クリニカルラダーの内容を踏ま

えまして、プラス地域の公立病院としての観点もそこに加味しながらラダーの評価を

行っているというところでございます。

必要な研修ですとか様々ございます。専門性の高い看護師ですとかそういったとこ

ろには各種の県内外のその研修の受講、 近はオンラインの研修も多いものですから、

そうしたものを活用しながら管理能力につながっていくようなものとか、看護のやは

り実践能力、これの高めていくための研修を、その、個々の能力に応じながら提供し

たり、あるいは自己評価をしていただいたことに対して、また上司が評価をして、そ

れをフィードバックしながら高めていくとか、そうしたところを日々細やかにヒア

リングをしたりしながらやっているところです。

ちょっと重要なのは、やはりどうしてもこういった地域的な医療機関になりますと、

そこの地域、あるいはその組織のルールといいますか、ローカルなルールだったりそ

ういったところに依存しがちなんですけれども、クリニカルラダーになりますと、や

はり日本看護協会で作成している看護の実践の在り方、標準的な在り方が示されてお

りますので、その標準的な能力、今現在、昔と違って今の看護師さんが求められてい

る看護の実践の能力、これをしっかりと随時確認しながら、我々はここが不足してい

る、あるいはここは足りているということを評価して能力を高めていくと。不足して

いるところはしっかりと高めていくという考えでやっております。これをレポートで

すとか研修ですとか、あと、面談ですとか、そうしたところで評価をしながら、やは

りそういった結果については昇格ですとかそういったところに評価が反映されてまい

りますので、そこで人事の評価につながっていくというふうなことでやらせていただ

いております。

後、長くなって申し訳ありませんが、ＭＲＩについてでございます。

ＭＲＩ、御承知のとおり、現在使用している機器につきましては、取得が平成２１

年ということで１０年以上になります。この世界、日進月歩でございまして、１０年

とするとかなり古い機種を今も活用しているというところなんですけれども、一つ脳

ドックでございますが、以前は脳ドックについては脳外科医がこちらに非常勤で来ら



- 25 -

れているときがありまして、そのときは対応できていたんですけども、そちらが来ら

れなくなった時点で脳ドックは今、受け入れていない状況でございます。やはりそう

いった専門医がいるかどうかというのも依存しますが、ＭＲＩ通常の運用の中でも

もっと高画質であれば見えたりとか、あるいは時間が早くなったりというのは御指摘

のとおりでございまして、行く行くやはり１０年以上経っているということを踏まえ

て、必要な時期にはこれは更新していくと。そうすると、地域、我々の病院のみなら

ず近所の、その近くの診療医の方々にとっても開かれていきますので、そうした点で

も更新は必要だというふうに考えております。

ドクターからのやはり必要だなというところは、声としてはございます。

その点に関しては、やはり費用というところでは、前回も１億円はいきませんでし

たけど数千万円、今年はＣＴやっておりますけども、大枚必要となりますので、やは

り資本的収支の状況となりますと、ほかの建設改良事業、こういったところとの兼ね

合いも考えながら、計画的に財政的に措置して必要なものとして調達を検討していき

たいというふうに考えております。

お答えは以上でございます。

○委員長（三浦利通） 再質疑ありませんか。

○１２番（太田穣委員） ありがとうございました。終わります。

○委員長（三浦利通） 以上で１２番太田委員の質疑を終結いたします。

通告による質疑は終了いたしました。

ほかに質疑ございませんか。８番佐藤委員

○８番（佐藤誠委員） 大変分かり易い説明をいただきまして、本当に質問、ほとんど

ないんですけど、審査意見書の６ページですが、ここに医業費用の中で材料費が

ちょっとまず８４．９パーセント、前年比ですね、こういうのはやはり全体的に外来

とか入院とかが減っているからという観点、そういう見方でいいのかという点が一つ

と、それから、４ページの予算の執行状況がありますが、下の表の支出ですが、研

究・研修費、これがそんな大きくない金額なんですが、半分ぐらい、４５．４パー

セントと、ちょっと予定した額の半分ぐらいになっているんですけど、これも何か理

由があったのかなということを思うんですが、その点と、あともう一つは、８ページ

になりますが、真ん中辺りで常勤看護師とか准看護師、医療技術員、その他職員の平
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均給与等というのがございますが、この給与は増えていると、アップされていると、

平均がですね、増えているということで、いい傾向だなと思うんですけども、これは

やはり難儀して増えているのか、非常にその基本給的に上がったのか、それとも給与

自体が何か給与上げたのか、その辺をちょっと聞きたいなと思っております。

以上です。

○委員長（三浦利通） 三浦病院事務局長

○病院事務局長（三浦大成） ただいまの御質問にお答えさせていただきます。

まず、材料費についての御質問でございました。こちら、御推察のとおりでござい

まして、やはりまずは地域内でのコロナの感染拡大、それに加えて昨年５月・６月の

クラスターの発生と、こういうところを踏まえまして、これの影響に伴って診療実績

が減ったというところでございます。やはり材料についてはですね、薬剤、医療の材

料ですとか、そうしたものが含まれますけれども、診療の実績が減る、回数が減った

り投薬、手術とか検査が減ると、それに連動するような形で材料の必要性も減るとい

うところでございます。ここは大体材料費、事業規模に対して何割ぐらいというのが

各医療機関にあるわけですけれども、今回については大きくその診療実績が減ったこ

とに伴って材料費も大きく減ったと、そういった状況でございます。その結果として、

こういった数字になっていると。

次でございますけれども、研究・研修費につきましては、やはりこれ、大きくは学

会ですとか医療関係ですと医師たちの学会への参加ですとか、そうした研究活動への

参加、こうしたところの費用が様々あるわけでございますけども、当初予算組みの中

では通年ベース、通年の例年の規模で組ませていただいておりますが、３年度につい

ては、いよいよ地域内でも感染拡大した、そうした事情もありまして、全国的なもの

も含めて参加を見合わせるということが多くございました。ですので、予算の執行が

できないままに不用になっていったというところの事情でございます。

そして、三つ目、給与、常勤看護師の給与等でございますが、頑張ったから、そう

いったところでございます。一つ、期末の勤勉手当の割合考えますと、昨年は減にな

りましたので、減るのかなと思いきや、こちらの待遇について人件費は上がっている

と。これについては、主にはですね、我々の病院で特殊勤務手当、御用意してますけ

ども、コロナに関してはやはり国の人事院の規定に沿いまして、コロナ対応をした場
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合の特殊勤務手当、これを定めて必要な額を支給していると。我々の方で１回、１日

ですけども、１日３，０００円ということで定めて、コロナの患者さんに対応した場

合、あるいは疑いのある患者さんに対応した場合、やはりその来た方がどうかという

のは分からない、そういった危険にさらされておりますので、そうした方にはコロナ

用のそういった特殊勤務手当を支給している状況でございます。これが昨年４月以降

の地域的な、いよいよ男鹿のこの地域でも広まってきたという中で、２年度は全国的

に広がっていたんですけども、男鹿はまだだったと。３年度になりますと、４月から

いよいよ地域内にも広がってきたというところで、発熱外来ですとか、あるいはクラ

スター時には院内でもコロナ感染者への対応が急増しておりました。そうしたところ

で一人一人への手当の支給が増額となりまして、結果的に前年の水準よりも高くなっ

たという事情が多くございます。

なお、その手当については、１，０００万円規模での支出になっておりますので、

やはりそういった意味ではコロナ対応に頑張った看護師さんですとか技術職、そう

いった方にしっかり報いたというところなんですけども、そこが人件費のかさ増しの

ようになっているというところでございます。よろしくお願いいたします。

○委員長（三浦利通） さらに質疑ありませんか。

○８番（佐藤誠委員） 終わります。ありがとうございます。

○委員長（三浦利通） ８番佐藤委員の質疑を終結いたします。

ほかにございませんか。２番古仲委員

○２番（古仲清尚委員） 私からも何点かにわたりまして御質問させていただきたいと

思います。

まず、これまで推進されてこられました経営改革プランの実績等について、その中

から何点かお尋ねをさせていただきたいと存じます。

これまでみなと市民病院の経営改革プランにおいて示されていた各取組についてで

ありますけれども、まず大きな観点としては、この２０２５年に向けまして本市も高

齢化率が５０パーセントを超える状況になってきている中で、例えば国の公立病院の

改革ガイドライン、そして秋田県の地域医療構想、高齢化２０２５年問題に係る様々

な施策の中で、本市の拠点病院として男鹿みなと市民病院が掲げる地域包括ケアシス

テムの推進の考え方、これまで各項目に沿って推進をされてこられたと認識をしてご
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ざいますけれども、令和３年度の実績として、あるいは今後に向けた考え方について

大きな部分での御所見をお聞かせいただきたいと存じます。

２点目は、訪問看護、訪問診療についてということであります。

男鹿みなと市民病院の訪問看護事業は、令和２年度の秋に秋田県看護協会の訪問看

護ステーションの事業を引き継ぐ形で男鹿みなと市民病院の中での事業の一つとして

位置付けをされてきました。令和３年度におきましては、実質的に、加入当初から比

べて安定的な事業を推進されてこられたと思いますけれども、そのトータルの部分で

の令和３年度の実績、内容について、どのような内容であったかということをお聞か

せいただきたいと存じます。

３点目、医療従事者の確保ということなんですけれども、前段者の御質問にもござ

いましたが、医療従事者の確保という部分で、様々秋田県看護協会が掲げているナー

スバンクをはじめとして医療従事者の人材バンクは展開されてございますが、この男

鹿市の中では医療従事者の確保についてはどういった方策をされておられるのか、医

師修学資金等の貸付け状況は現在どのようになっておられるのか、そして、その医師

修学資金の運用のこれまでの経緯と今後の考え方についてお伺いしたいと思います。

一昨年度、みなと市民病院、そして男鹿市において市民アンケートを実施されてこ

られたと思います。その中で、そのアンケート結果を基に経営改善への導入、あるい

は経営改革プランへの考え方、どのように盛り込まれて令和３年度達成されてこられ

ているのか、その実績等について内容をお聞かせいただきたいと存じます。

経営改革プランの実績等については、今申し上げたところでございます。

次に、大きく２点目なんですけれども、経営、あるいは財政の基盤の考え方につい

てお尋ねをさせていただきたいと思います。

国の総務省の資料を見ますと、令和２年度から不採算地区病院、不採算地区中核病

院、これらに該当する病院に対して、特別地方交付税を算定して、過疎地域の病院を

支援するという方策がとられてこられたと存じます。これ、令和２年度からの実績

なんですけれども、現状この令和３年度の決算において、この数字というものはどの

ように反映されておられるものなのか、今後そういった数字というものは、どういっ

た形で病院としては認識をされていかれるのか、その点をお尋ねさせていただきたい

と思います。
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大きく３点目、その他としてリスクマネジメントなんですけれども、３．１１東日

本大震災を契機として、様々な対策は、リスクマネジメントを講じられてこられたと

思います。その中で秋田県が示している津波ハザードマップを見ますと、みなと市民

病院が置かれている立地等々から見ますと、県が示している数字を見ますと、みなと

市民病院の１階・２階、これは県が想定している 大の津波等が発生した際は、病院

のワンフロア、ツーフロアに到達してしまうと。そういった中で、では、その病院の

リスクマネジメントとしてはどういった考えを持たれているのか。例えば今、電子カ

ルテ動いてますけども、そうしたＩＣＴ関係のフロアが１階、あるいは２階等に設備

されていらっしゃると思います。そういった部分も含めて、利用者さん、あるいは入

院患者さんへのリスクマネジメントは、どういった対応を講じられておられるのか、

そこの部分について御所見をお聞かせいただきたいと存じます。

以上です。

○委員長（三浦利通） 三浦病院事務局長

○病院事務局長（三浦大成） 様々な観点から御質問賜りました。一つ一つお答えさせ

ていただきたいと思います。

まず１点目、地域包括ケアシステムといいますか、来る２０２５年含めて、国ある

いは県、そして我々の方と、各主体においてその取組に対して各立場で臨んでいるわ

けでございますけれども、その点についての考え方、あるいは公立病院の新経営改革

プランのそうしたところとの兼ね合いのところでの御質問でございました。

まず２０２５年問題ですけれども、団塊の世代の方が皆さん７５歳以上になるとい

うところで、国としてもここが一つポイントになるだろうと。次は２０４０年問題と

なるわけですけども、ベビーブームの方々がそれ相応の歳になっていくと。目先はや

はり２０２５年ということになりますが、一つ人口の現在の状況を考えますと、我々

の男鹿市については、御承知のとおり高齢化が他地域に比べていち早く始まって深

まっていっている地域であるというふうに認識しております。それを踏まえますと、

今、２０２５年になると一つ大きな人口的な塊、層である団塊の世代の皆様が７５歳

になる。一つ要素としては、平均寿命、今、人生８０年時代、あるいは１００年時代

かもしれませんけれども、８０歳という方が普通に多くいらっしゃる。我々の病院を

見ても平均の年齢を考えますと、やはり８０歳とか、８０歳を超えている方がかなり
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多い病院となっております。それを含めて考えますと、病院として人口の推計等で考

えますと、恐らく今後１０年ほどは大きくは患者のニーズというのは変わらないだろ

うというふうに見立てております。若い方がもともと外来では受診されておりますけ

れども、入院患者を見ると高齢化が既にもう始まっていると。そして、これから大き

なその層である団塊の世代の皆様の入院需要がこれから少しずつ増えていくというこ

とを考えますと、恐らくその入院の需要というのは大きく変わらないであろうという

ふうに見ております。ただ、その中でやはり現在の取組としましては、早く病気を治

して、早く地域にといいますか、ちゃんと病院としては早く治して在宅、地域にお戻

しするということを基本として地域包括ケアのシステムが組まれておりますけれども、

我々病院の役割としては、しっかりとそうした中で適切な診療を行いながら地域にお

戻しして、そして地域で自分が生きたいような暮らしをできるようにサポートしてい

くというのが医療側での役割だというふうに思っております。

現在導入しております地域包括ケア病床、この施設基準では、在宅の復帰率も一つ

要素になってまして、在宅復帰率が７２．５パーセントでございます。我々が取得し

ているその施設の基準でいいますと、在宅の復帰率は７２．５パーセント以上じゃな

いとこの診療報酬もらえませんよというような内容になっております。実績として見

ますと、大体８割ぐらいということで、しっかりとその要件は満たして診療報酬を獲

得しているわけですけれども、引き続き地域の必要なニーズ、在宅ニーズですとか、

そうしたところに応えながら、そして医療側として医療しかできない病床の確保とい

う、この点をしっかりと確保していくと。また、充足できるベッドを用意して、かつ

医療従事者も用意して、看護基準を満たしながら病院の経営にもつなげていくという

ふうな考えでおります。

次、訪問看護でございますけれども、御指摘のとおり令和２年１０月から開始して

おります。３年の 近の実績見ますと、大体３０件ぐらいの契約で推移しているとこ

ろでございます。大きくは変わってないというところですが、この点に関しては先ほ

どの内容とも絡みますが、在宅需要が増えていくとなりますと、やはりこの点につい

てもニーズは高まってくるだろうというふうに見込んでおります。ですので、地域包

括ケア病棟、これはケア病床として病床をしっかり確保しながらも在宅復帰につなげ

た後は、やはり在宅での看護とか介護、こういったところ必ず必要になってまいりま
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すので、その一連のニーズの把握の中で必要なサービスの量をしっかりはかりながら

つなげていくと。具体的には、そこに置く看護師もやはり必要になってまいりますの

で、そうした確保も必要になってくると思います。今、専任で１名、プラス１名、２

名体制で看護師対応しておりますけれども、こういったところもニーズに応じて必要

なサポートをしていく、確保していくというふうに考えております。

３番目、医療従事者の確保でございました。

こちらですね、先ほど申し上げましたとおり、医療職、比較的流動性が高いと。辞

める人も多いし、流れていく人も多いと、これ傾向としてございます。ですので、出

ていく理由、そこは様々あるわけですけれども、不本意な辞め方だけは、それは我々

組織としてならないようにしっかりとケアをしていく必要がありますが、例えばスキ

ルアップですとか、自分の生活のために辞めていく、これは一定数やむを得ないだろ

うというふうに考えております。ただ、その一方で、やはりそれに見合った確保も求

められるわけでして、随時募集をしたり、あるいは専門の人材の募集のところで依頼

をして、そこに例えば掲示をしたりとか、そういった取組を随時やっているところで

ございます。

あと、修学資金、こういった制度的なところでの引きつけも当然必要なんですけれ

ども、これの実績につきましては、貸与実績としては、これまで医師は３名に貸出し

をしておりまして、うち１名が今も在職しているという状況でございます。看護師に

つきましては、１９名に対して貸出し実績ございますけれども、うち在職は１１名と。

薬剤師は１名、今、貸与中で就学中でございます。臨床工学士は１名貸出しありまし

たが、過去に一部免除となった後、残分を返還して離職していると、そういった状況

がございます。流動的ではあるんですけれども、そうした制度的な引きつけもあって、

これまで確保しているところはあるのかなと。ただ、コロナ禍でなかなかそうしたと

ころ、直接お伝えする機会というのが、この２年間失われていましたので、弾込めと

いいますか、次貸し付けて、いつか就学してくださる方をつくり出す、そういったと

ころの機会が相当減っていたというところもございます。それを踏まえて、ようやく

社会経済的には、今そういったところ回復しているところもございますので、積極的

に学校訪問ですとか、そして新規の貸出先の掘り起こし、ここに努めてまいりまして

確保にまたつなげていきたいというふうに考えております。
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次にですね、市民アンケートの件でございました。

様々な御意見ちょうだいしております。やはりそうした一つ一つの点を我々として

は受け止めながら、また、病院の体制、その時々の体制も含めて整備をしていく必要

があるというふうに考えております。

そちらの細々としたといいますか、様々な意見があったもの、こちらアンケートに

ついては、過去、経営改善計画を練る際ですとか、そうしたところで実施してきたわ

けですけれども、そうした点を踏まえて今の新経営改革プランの方は、これは平成２

８年度から令和２年度までの計画期間でしたので、直接的にはその声をこの計画にま

た改めて反映したということはないんですけれども、元年度に策定した経営改善計画

は、まさにこの市民アンケートを含めての策定でしたので、これに基づいて今、各取

組をしていると。さらに、今後、国のガイドラインに沿いまして、新たにまたこう

いったプラン、この新経営改革プランの後のこれに続くプランを策定していく時期に

きております。そういった中に、またこのアンケートでの内容、あるいは経営改善で

の取組内容、また、これまで取り組んだけれどもなかなかできなかったこと、こう

いったところも評価しまして、また改めて盛り込んで継続的に取り組んでいくという

考え方でおります。

次、財務基盤の件で不採算地区の件でございました。

こちら、御指摘のとおり令和２年度に創設されました不採算地区中核病院、こちら

に対して特別交付税措置しますよと、総務省の方で新しく設けた特別交付税の項目で

ございます。こちら我々の病院でも一般会計の方で受けるわけですけれども、これを

交付受けておりまして、基本我々は、これ１種と２種で交付額といいますか算定額が

変わるんですけども、私どもの病院は第２種ということで、この当該病院の半径５キ

ロ以内の人口が１０万人未満と、こういった要件にはまるものですから、第２種とし

て我々の方は交付を受けております。

その単価としましては、１３３万円掛ける調整後病床数と一定の算式あるんですけ

ども、これによると我々の病院は８９床という調整後病床数が算定されますが、ここ

からすると９，０００万円余りの特別交付税となります。これ全額ルール分ですので、

こちらについてはルール分として総務省から一般会計の方に９，０００万円余りが交

付されているという状況でございます。
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それに先立ちまして市民病院、我々公立病院で不採算の部門、こういったへき地

だったりそういった指定はありながら、不採算の部分、政策医療ですね、不採算の政

策医療を担っている、救急ですとかへき地医療ですとか。そうしたところを踏まえて、

そうした不採算部分の経費、不採算の部分を一般会計で繰り出ししていただいて基準

にのっとって我々で受け入れているというところで、一般会計からの繰出しを受けて

いるわけですけれども、そうした一般会計の方で繰り出したその金額、それに見合っ

た形といいますか、その中の金額としてこれがつながっていく、我々の方に出したお

金、ここに出した一般会計、当然出した分に対して一般会計に国から特別交付税が措

置されると、しっかりそのルールとして措置されるということでの内容となっており

ますので、これ、取扱い、現行のままとしますと、我々としてはしっかりとルール分

として受け入れて不採算の部分を賄っていくといいますか、ここは一般会計の負担す

べきものというところはやはり一定数ありますので、ここは市全体として一般会計と

病院含めて、しっかりとそこは財政的な措置をしていくというような考えで財政当局

ともやり取りはさせていただいているところでございます。

後でございますが、リスクマネジメントの案件でございました。

御指摘にありましたとおりでございます。我々の病院、設計見ますと、１階部分、

大体２メートルと、レベルから２メートルと考えますと、２階で４．５メートル、３

階で９メートル、４階で１２．９メートルというふうな形になります。こうなります

と、屋上で１６．８メートルということなるんですけれども、地面から水面までの高

さですね。そうなると、やはり 大の浸水深できてしまった場合、津波が発生した場

合には、これはやはり、少なくとも４階以上に行かなければ３階まではみんな埋まる

だろうと、沈む、浸かるだろうという、単純にそういったことになります。ですので、

まず一つ人的な対応としましては、３階、こちら３Ｂ病棟ありますし、４階には急性

期の４Ａ・４Ｂ病棟ございます。こうした入院者への対応、これは上に上げなければ

いけないと。また、それが平日の日中であれば外来がありますので、外来の方をやは

り上に上げなければいけないと。こうしたところは現状あるこの環境要件踏まえまし

て、本当はもっと波を回避できれば一番もちろん安全なんですけども、こういった要

件といいますか与えられた条件に即して動くとすれば、速やかなその退避、上に上げ

るとかそういったことは適宜院内でも想定した訓練ですとか、机上も含めて動き方の
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確認とかそういったのも含めてやっておりますので、それに基づいて応変に対応して

いきたいと。

また一つ、古仲委員から御指摘ありました電子機器、ＩＣＴ機器、特に病院の中核

である、今であれば電子カルテ、これの取扱いでございます。御指摘のとおり１階に

サーバ室ございまして、これは過去には上の方に設ける検討がなされたというふうに

聞いておりますけども、施設の構造上、なかなか難しかったというふうに聞いており

ます。現状、電子カルテのサーバは１階に組んでございますので、仮に３階まで浸か

るような浸水があった場合には、機器が傷むわけでございます。潮水ですので。ただ、

それを回避するため、そのデータはやはり保持しておかなければならないと。それが

我々の病院の、いわば心臓のようなもので、これがなくなると、もう本当に患者さん

の情報は一切なくなってしまいます。それを回避するために、今、電子カルテのサー

バを入れ替えしておりますけども、退避用のサーバといいますか、それを若美支所の

方に保存用の、そちらの万が一用のサーバを一つ用意して、そこで津波のその被害は

回避するといいますか、情報を保持するための手当てをとろうとしているところでご

ざいます。もし万が一、本体がいっても、情報はそちらに残りますので、それをしっ

かり回復する。そのためには時間は必要かもしれませんけども、当座は紙のカルテで

すとかそうした緊急のしのぎ方をする必要あるかもしれませんが、これまでの蓄積は

しっかり残っておりますので、必ず回復できるものと思います。そうした手当て複数

とりながら、今の要件に即した対応をしっかりとやってまいりたいと考えております

のでよろしくお願いいたします。

○委員長（三浦利通） 再質疑ありませんか。古仲委員

○２番（古仲清尚委員） 御丁寧に御説明いただきましてありがとうございました。

地域包括ケアシステムにつきましては、みなと市民病院におきましても、そして市

当局におきましても、様々な観点から政策推進をされていらっしゃるということは

重々承知をしているところであります。そうした中で県内の中でも高齢化率が本当に

相当高い位置で推移をしており、これまでであれば病院の利用希望者を取り巻く家族

の方々が多くいらっしゃったわけですけども、そういった方々もなかなかお一人、取

り巻く状況も時代の変化とともに変遷を遂げております。公共交通の在り方であった

り、家族を取り巻く状況であったり、様々な変化をしてきている中でありますけども、
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そういった部分でこの地域包括ケアシステムの充実というものは、今後、尚一層重要

になってくる問題だと思います。そうした中で可能な限り、では、みなと市民病院と

しての地域包括ケアシステムに対する方針、具体的に申し上げると、それが病病連携、

そして病院と診療所の連携、病診連携、そして病院と福祉の連携、様々な連携の在り

方というものがあると思いますけども、こういった個別の考え方については、令和３

年度の実績も踏まえた中でどういった取組をされてこられたのか。地域医療連携室も

今後、相当な部分で対応、需要が増してくると思いますけれども、そうした体制の考

え方、今後の構築の考え方、その辺について再度もうちょっとお聞かせいただければ

なと思います。

不採算地区の特交について数字を示していただきました。２種ということで、約９，

０００万円、特別交付税として算定をしていただいていると。現状、国のルールとし

ては、この約９，０００万円ですか、１億円のこの数字は、今後、例えば何か年にわ

たって国から、このルールが改正されない限り、この交付税措置をしていただけるも

のなのかどうか、この辺の考え方について。

訪問診療、訪問看護についてなんですけれども、３０件ほどの実績ということで御

説明をいただきました。病院勤務をされている看護師さんと、訪問診療、訪問看護に

関わる看護師さんとは、住み分けが必要だということで、そのスキルも必要になって

くるということの御説明も以前ありましたけれども、この訪問看護、潜在的にはこの

訪問看護サービスを利用したいという方がいらっしゃる、データでも以前、確認した

ことありますけれども、ただ、そういった部分では病院としては、この訪問看護事業

のそういったニーズの整理といいますか、そういった部分はどのようにお考えでしょ

うか。今後の訪問看護事業の推進の考え方について再度お答えをいただければと思い

ます。

以上です。

○委員長（三浦利通） 三浦病院事務局長

○病院事務局長（三浦大成） まず、地域包括ケア、このシステムに関しての病院とし

てのこういった取り巻く家族の在り方ですとか交通の在り方ですとか、そうしたとこ

ろが変わっていく中で、改めてどういった考え方でやってきて、これからやっていこ

うとしているかというところでございました。
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確かに日々、入院の受入れですとかそういったところ対応しておりますと、家族が

やはり遠くにいたりとかですね、この辺りにいなくて一人で暮らしていたりとか、そ

うした方もまま見られることでございます。また、そうした方が増えてくるという中

では、病院までの交通の確保とかそうしたところは今回、一般会計の方でも企画政策

課の方でも所管で夜間のタクシーの確保と、そういったところにも取り組んでいただ

いておりますけれども、病院のみならず交通の体系の方からも配慮をしながら自然体

で今は対応しているというところでございます。

やはりこれから団塊の世代の方が入院して、これから１０年、１５年という時間が

流れていく中では、やはり多くの方、もしかすれば今までに比べて一人暮らしだった

りとかですね、そうした暮らし方に変わっていく、あるいは若い人がなかなか近くに

いないというのも深まっていってしまう、そういった懸念もありますけれども、そう

した課題の共有がやはり地域包括ケアシステムの構築というところでは、まず大切だ

というふうに思っております。各福祉、施設、病院、診療所、様々ありますけれども、

各主体で持ち味、持分というのがありますが、医療とすればやはり病床をしっかり確

保して、そして在宅につなげていくと、医療を提供すると。こうしたところが主にな

るわけですけども、それぞれの主体がその中だけで動いていると、これは深まってい

きませんで、少しずつ隣の家にはみ出しながら重なっていくといいますか、そうした

取組が必要なんだろうと思います。その中では、市の方では地域包括ケアシステムの

構築に関しては、地域包括の推進会議というのを持っておりまして、こちらには我々

の方も参加させていただいておりますけれども、この秋また予定されていると思いま

すが、そうした中で各取組の主体の課題を、まずは課題の認識、これを共有すると。

そして、それぞれどう対応していくかというのを、それも共有しながら全体として進

めていくという、これがシステムの構築には欠かせない取組だろうというふうに思い

ます。今のところ３年度で我々として実施してきましたのは、やはり地域包括ケアの

病床をしっかり確保して、病棟を確保して適切なベッドコントロール、これは 初か

らすぐにうまくいわけでないんですけども、ベッドコントロールを試行錯誤しながら

しっかり地域ニーズに合わせて行っていくと、こうしたことを３年度にやってまいり

まして、その中で今回、経済効果として１億円弱、９，０００万円台の効果が得られ

たというふうに認識しております。これ、我々だけの取組ではなしに、しっかり在宅
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につなげていくというのが地域包括ですので、そこの要件を満たしながら診療報酬、

目先はそういったところの確保になるわけですけれども、地域全体にそのニーズに応

えられるような医療をしっかり提供していくということを４年度以降もしっかりやっ

ていきたいというふうに考えております。

まずは課題の共有、そして先ほど病院と診療所の連携とかそういったこともありま

したが、これからの環境としては、診療所も全県的には跡継ぎ問題があったり、地域

で診療所がこれからどういった数になっていくかというのは、ひとつ見ていかなきゃ

いけないポイントだと思います。その中でも我々は公立病院として診療所がなくなれ

ば、そうしたところをしっかりカバーしていったり、あるいは連携していったり、そ

ういったところの体制は医療・医療の間で構築していく必要ありますので、全体の地

域包括ケアシステムの中でもそうした医療面での連携、システム、こういったところ

も考えてまいりたいと考えております。

次、ルール分の特別交付税の件でした。

こちらにつきましては、現状では大幅な変更等は示されておりませんので、この

ルールがある限りは我々の方は該当してということになると思います。ただ、一つ次

期経営の強化プラン、これの策定が５年度、４年、５年といいますか、５年が一つめ

どになっておりますので、これが条件になってまいります。我々の病院でもこれから

このプランに即した考えを整理しながら、プラン作成に動いていく必要があるわけで

すけれども、今、コロナが社会経済的には一段といいますか増えてはおりますが、当

初とは違った様相になっていると。ようやく第八次医療計画ですね、国の全体的な医

療計画の策定にも動いてきている。そして、地域医療構想もこの２年止まっておりま

したけれども、ようやく今年また具体的なところが動き始めると。令和６年を見据え

て、今、県も動いていくという状況にあります。しっかり国の動向と県の地域医療構

想に関する動向を踏まえて、ここ整合をとっていく必要ありますので、情報を集めな

がら４年度、５年度、こちらで整理を深めて、しっかりとそのプラン、我々の病院と

してのプランの策定に動いていきたいと。これが現状で示されている内容では、この

不採算中核の要件、このプランの策定は要件になってまいりますので、５年中に着手

するというのが一つの要件として示されております。ここにしっかり対応しながらプ

ランも策定して特別交付税、いただけるそういった財政措置は確実に取得していくと、
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そうした考えで進めてまいりたいと考えております。

３番ですが、訪問看護の件でございました。

潜在的なニーズ、確かにあると思います。ただ、直接的に入ってくるところとしま

しては、我々の病院、療養で利用されて、それからかかりつけとしてある中で看護を

また求めたいとか、そういったところですとか、病院が関わって入っている施設さん

の関係で訪問看護受けられている方とか、そうしたところが現在、主でございます。

２年の１０月から始めて亡くなられた方も中には、これまで御利用されていた方で

そういった方もぽつぽつと出ている状況ですけども、しっかり地域的なニーズを捉え

るためには、病院のかかりつけだけではなくて、こういった仕組みがあることをやは

り知っていただく必要あると思います。市内、あと周辺地域、こういったところに

しっかりと届くように、制度の周知ですとか事業をやっていますよという周知、必要

に応じてやっているわけですけども、こうしたところは引き続き分かりやすいように、

届くようにやっていきたいと。

また、ここはまさに地域包括ケアシステム、ここに大きく関わってくるところでし

て、地域内での各主体のその取組をまとまってシステム化していく、課題を共有しな

がら各所で進んでいく、この中で我々の方としましても、病院では訪問看護の事業を

用意していますよと。ぜひ御利用いただければというところ、これアピールしていき

ますと、福祉ですとか施設、診療所、こういったところにも届いてまいりますので、

その一環としても周知を図りながら、我々としても事業をしっかりと継続していきた

いなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。

○委員長（三浦利通） 以上で、２番古仲委員の質疑を終結いたします。

○２番（古仲清尚委員） ありがとうございました。

○委員長（三浦利通） ほかに質疑ございませんか。１５番田井委員

○１５番（田井博之委員） よろしくお願いします。

少し前なんですけども、みなと市民病院でコロナの患者さんに従事されている看護

師さんが近所付き合いの中でちょっと悪いんで、ばい菌扱いじゃないですけども、ウ

イルス扱いされててちょっと困っているという話をちょっと聞いたことがあるんです。

ましてや、そのお子さんまで学校でいじめられたりしているといううわさが僕の耳に

入ってきたこともあったので、そのことが事実なのか、もしくは事実であったなら、
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そのケアはどうされているのか、その点だけお願いします。

○委員長（三浦利通） 三浦病院事務局長

○病院事務局長（三浦大成） これ、地域的にも非常にゆゆしき内容でして、こういっ

たことがやはりあってはならないというのが、このコロナの地域的に感染拡大する２

年、３年、こういったところから、県知事をはじめとして実施してきたところでござ

います。特に我々これを痛感しましたのは、昨年の５月の院内クラスター発生時には、

やはり振り返りますと、我々の方の看護職でしたけども、そういった方が心ない言葉

を掛けられたり、あるいは、やはり特に掛けられてはいないんですけども、買物に行

きづらくなったとかですね、髪を切りに行きづらくなったとか、様々なことがござい

ました。今、田井委員からお話ありました具体的に 近の状況としてですね、そうし

たことがあったというのは私、恥ずかしながら承知しておらないところですけども、

絶対それはあってはならないということで、仮にあったとすれば、それは特にその今

おっしゃいましたケア、これは必要になってくると思います。特に長くそれを苦しん

でいる、そういった場合ですと、当然仕事に差し障りが出てまいります。辞めるとか

ですね。そうしたことは我々としても望んでないことですので、そういった事情があ

るかどうかというのは院内で再度確認しますけれども、そうした場合には、その状況

に応じて、直接的な対応が必要なのか、あるいは精神的なケアといいますか、そうし

たのが必要なのか、これはクラスター時にも我々取り組んだところです。もし心的な

ところでのケアが必要な場合には、必要なその機関というのを我々でも紹介するよう

にしておりまして、しっかりとそういったところは院内でもですし、必要があればそ

ういったところを御紹介しながら対応したいと。

また、病院としてその事実があったとして、そういったことをやめてほしいと、も

し特定できるような案件であればですね、その関連の、例えば子どもだとすれば学校

とかありますので、これは特定のその人に何かということは難しいかもしれませんが、

当時よりはあまり表立って出てこなくなってはおりますけども、今なおあるとすれば、

改めて今一度市としても、あるいは教育の現場としても、そういった中で呼びかけを

していただくとか、そうしたところは各所と連携してやってまいりたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○委員長（三浦利通） 再質疑。
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○１５番（田井博之委員） ありません。ありがとうございます。

○委員長（三浦利通） １５番田井委員の質疑を終結いたします。

ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） ないようですので、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論は通告がありませんので終結いたします。

これより議案第５１号令和３年度男鹿みなと市民病院事業会計決算の認定について

を採決いたします。本件を原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり認定す

べきものと決しました。

以上で、男鹿みなと市民病院事業の審査を終了いたします。

喫飯のため、暫時休憩いたします。再開は１３時にいたします。

午後 ０時００分 休 憩

午後 １時０１分 再 開

○委員長（三浦利通） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、議案第５２号令和３年度男鹿市上水道事業会計決算の認定についてから議案

第５６号令和３年度男鹿市漁業集落排水事業会計決算の認定についてまでを議題とい

たします。当局の補足説明を求めます。佐藤企業局長

○企業局長（佐藤孝悦） お疲れさまでございます。

私から、企業局に係る議案第５２号から議案第５６号までの各事業会計決算につい

て御説明いたします。

恐れ入りますが、座って説明させていただきます。

初めに、議案第５２号令和３年度男鹿市上水道事業会計の決算について御説明いた

します。

決算書の２２ページをお願いいたします。

上水道事業の決算状況についてであります。

（１）総括事項。
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（イ）の給水状況でありますが、年度末の給水戸数は１万１，６５０戸で、前年度

と比較し、１５７戸、１．３パーセント減少し、給水区域内における普及率は９７．

９パーセントとなっております。

年間有収給水量は２８３万４，９０３立方メートルで、前年度と比較し、２万８，

１８２立方メートル、１．０パーセント増加し、有収率は７３．１パーセントとなっ

ております。

（ハ）の財政状況であります。詳細につきましては、財務諸表等で説明申し上げま

すが、概況といたしまして、まず、収益的収支においては、前年度と比較し、収入で

は６５２万３，４５６円の減額で、５億６，７９５万７，２５０円、支出では７１１

万５，０５２円の増額で、５億９，１４７万５，７６１円となり、この結果、単年度

収支で２，３５１万８，５１１円の純損失となっております。

前年度と比較し、収入で減額となった主な要因は、他会計負担金の減額によるもの

であります。また、支出で増額となった主な要因は、修繕費等の増額によるものであ

ります。

（ニ）の資金不足比率でありますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づき算定される資金不足比率は、令和３年度の上水道事業会計決算では不良債務が

ないことから生じないものであります。

次に、８ページをお願いいたします。

８ページから１１ページは決算報告書についてであります。なお、報告書の内容に

つきましては、いずれも款について御説明いたします。

（１）の収益的収入及び支出であります。

収入でありますが、第１款事業収益の決算額は６億１，８７０万９，４４３円で、

前年度と比較し、５５０万９，８３６円の減額、また、支出では、第１款事業費用の

決算額は６億２，７５７万６，３８６円で、前年度と比較し、９４９万３，８１３円

の増額となっております。

なお、消費税については、備考欄に記載のとおりであります。

次に、１０ページをお願いいたします。

（２）の資本的収入及び支出であります。

収入でありますが、第１款資本的収入の決算額は１億２，５８６万８，０１９円で、
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前年度と比較し、１，１８１万６，０２０円の減額、また、支出では、第１款資本的

支出の決算額は３億８，２１６万５，８３９円で、前年度と比較し、２，８４８万４，

３１１円の減額となっております。

この結果、資本的収支で不足する額２億５，６２９万７，８２０円につきましては、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債

積立金及び建設改良積立金で補塡するものであります。

１５ページをお願いいたします。

１５ページは、損益計算書であります。ここからの財務諸表の数値は、消費税抜き

となっております。

初めに、収益であります。

上段、１の営業収益は５億９２９万７，２２９円となり、主なものは（１）の給水

収益で、前年度と比較し、９２４万９，８９４円増収の４億９，９４５万８，０９５

円となっております。

中段、３の営業外収益と５の特別利益を加えた総収益は、５億６，７９５万７，２

５０円となっております。

次に、費用でありますが、２の営業費用は５億５，０４２万６，６１２円で、前年

度に比較し、７４３万２５２円の増額となっております。これに、４の営業外費用と

６の特別損失を加えた総費用は、５億９，１４７万５，７６１円となっております。

この結果、当年度の純損失は、表の下から４行目に記載のとおり、２，３５１万８，

５１１円となっております。

次のページをお願いいたします。

１６ページ、１７ページは、剰余金計算書であります。剰余金計算書は、剰余金が

その年度中にどのように増減変動したかを表すものであります。

初めに、資本金でありますが、動きはなかったものであります。

次に、資本剰余金であります。令和３年度、新たに負担金の受入れ１４９万１，０

００円を加え、資本剰余金合計は１１億９，１９８万１，７９２円となっております。

次に、利益剰余金であります。令和３年度においては、減債積立金などを取り崩し、

及び純損失２，３５１万８，５１１円を差し引き、利益剰余金合計は２億８，０５７

万８，３４６円となっております。
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これにより、資本合計は、前年度末残高より２，２０２万７，５１１円減少し、３

４億１，０１６万９，２９７円となるものであります。

次のページをお願いいたします。

１８ページは、欠損金処理計算書（案）であります。

本案は、条例の定めるところによるほか、議会の議決をもって欠損金を処理するも

ので、当年度未処理欠損金２，３０２万３，２１２円に、資本的収支の補塡財源とし

て使用した減債積立金及び建設改良積立金４９万５，２９９円を加えた２，３５１万

８，５１１円は、利益積立金を取り崩し、欠損金を処理するものであります。

次のページをお願いいたします。

１９ページは、貸借対照表であります。

初めに、資産の部であります。

１の固定資産では、（１）有形固定資産の合計は、表中の中ほどになりますが、６

４億２，９５５万１，９５３円、（２）無形固定資産の合計は１０２万５２１円で、

固定資産の合計は、前年度と比較し、９，１６１万４，９５１円減の６４億３，０５

７万２，４７４円となっております。

２の流動資産では、（１）現金預金は２億４，５４９万６，８５５円、（２）未収

金は４，８３９万１，１１４円などで、流動資産の合計は、前年度と比較し、３，０

７６万４，３０８円減の３億６５５万６，５２７円となっております。

以上により、資産の合計は、前年度と比較し、１億２，２３７万９，２５９円減額

の６７億３，７１２万９，００１円となっております。

次のページをお願いいたします。

２０ページの上段は、負債の部であります。

３の固定負債の企業債は、企業債の令和３年度末未償還残高から令和４年度償還予

定額を差し引いた残高１８億２３８万４，４１１円であります。

４の流動負債の企業債１億５，８５４万５，１６７円は、令和４年度の企業債償還

予定額であります。未払金１，３０１万７，５４７円は、３月分の委託料及び消費税

納税額などであります。

また、引当金７２４万７，０００円は賞与引当金、預り金７３９万９３３円は、ガ

ス料金などであります。
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５の繰延収益の長期前受金は、償却資産を取得又は改良するに当たり、補助金や負

担金による場合計上するもので、２４億７，９２４万３，３５３円で、減価償却見合

い分を収益化した長期前受金収益化累計額１１億４，０８６万８，７０７円を控除し

た繰延べ収益の合計額は１３億３，８３７万４，６４６円となっております。

次に、資本の部であります。

６の資本金は、自己資本金１９億３，７６０万９，１５９円であります。

７の剰余金は、剰余金計算書で御説明申し上げましたように、資本剰余金合計は１

１億９，１９８万１，７９２円、これに利益剰余金合計２億８，０５７万８，３４６

円を加えた剰余金合計は、１４億７，２５６万１３８円となっております。

この結果、資本金と剰余金を合わせた資本の合計は、下から２行目３４億１，０１

６万９，２９７円となっております。

以上により、負債資本の合計は、資産の合計同様、６７億３，７１２万９，００１

円となっております。

以上で、議案第５２号令和３年度男鹿市上水道事業会計の決算の説明を終わらせて

いただきます。

次に、議案第５３号令和３年度男鹿市ガス事業会計の決算について御説明いたしま

す。

６０ページをお願いいたします。

ガス事業の決算概況についてであります。

（１）総括事項。

（イ）の供給状況でありますが、年度末の供給戸数は９，２４３戸で、前年度と比

較し、２１７戸、２．３パーセント減少し、供給区域内における普及率は６８．８

パーセントとなっております。また、年間総販売量は２４８万２，２１７立方メート

ルで、前年度と比較し、４万４，２８７立方メートル、１．８パーセント減少してお

ります。

（ロ）の保安対策でありますが、ガス事業法に定められている内管漏えい検査及び

消費機器調査を３，３１９戸の需要家で実施し、保安の確保に努めております。

（ニ）の財政状況であります。まず、収益的収支においては、前年度と比較し、収

入では３，０７４万８，２６３円の増額で５億１，４６５万６，２５７円、支出では
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２，５８７万５，７３６円の増額で５億３，７０３万４，６１４円となり、この結果、

単年度収支で２，２３７万８，３５７円の純損失となっております。

単年度と比較し、収入で増額となった主な要因は、ガス売上げの増額によるもので

あります。また、支出で増額となった主な要因は、原料費等の増額によるものであり

ます。

（ホ）の資金不足比率でありますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づき算定される資金不足比率は、令和３年度のガス事業会計決算では不良債務がな

いことから生じないものであります。

次に、４６ページをお願いいたします。

４６ページから４９ページは、決算報告書についてであります。

（１）の収益的収入及び支出であります。

収入でありますが、第１款ガス事業収益の決算額は５億６，２４２万８，６１９円

で、前年度と比較し、３，３８９万３，４８２円の増額、第２款加茂地区ガス事業収

益の決算額は１６９万５，１９５円で、前年度と比較し、８５万７，４８１円の減額

で、収入の合計は５億６，４１２万３，８１４円となっております。

また、支出では、第１款ガス事業費用の決算額は５億５，４２２万３，６１６円で、

前年度と比較し、２，３３３万１，９８６円の増額、第２款加茂地区ガス事業費用の

決算額は２１０万７，４６１円で、前年度と比較し、５８万３，１８０円の増額で、

支出の合計は５億５，６３３万１，０７７円となっております。

なお、消費税については、備考欄に記載のとおりであります。

次のページ、４８ページをお願いいたします。

（２）の資本的収入及び支出であります。

収入でありますが、第１款ガス事業資本的収入の決算額は４，２１８万円で、前年

度と比較し、１，５６９万４，０００円の増額、また、支出では、第１款ガス事業資

本的支出及び第２款加茂地区ガス事業資本的支出を合わせ１億１，０４１万７，４４

４円で、前年度と比較し、１，２１９万２，１４７円の増額となっております。

この結果、資本的収支で不足する額６，８２３万７，４４４円につきましては、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補塡す

るものであります。
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５３ページをお願いいたします。

５３ページは損益計算書であります。ここからの財務諸表の数値は、消費税抜きと

なっております。

初めに、収益でありますが、１の製品売上げはガスの売上げで４億３，３５１万４，

８９８円で、前年度と比較し、２，４４７万１，３８８円の増収となっております。

次に、中ほどの５の営業雑益は６，１０８万３，５５０円、７の営業外収益は２，

００５万７，８０９円で、以上３項目を加えた総収益は５億１，４６５万６，２５７

円となっております。

次に、費用でありますが、２の売上原価は２億３，７９７万１，６８２円、３の供

給販売費は２億１，９３３万７，６０２円、４の一般管理費は３，１８２万５，４０

０円、６のその他営業費用は４，５６９万２７０円、８の営業外費用は２２０万９，

６６０円で、以上５項目を加えた総費用は５億３，７０３万４，６１４円となってお

ります。

この結果、表の下から４行目に記載のとおり、２，２３７万８，３５７円の純損失

となっております。

次のページをお願いいたします。

５４ページ、５５ページは、剰余金計算書であります。

初めに、資本金及び資本剰余金でありますが、ともに動きはなかったものでありま

す。

次に、利益剰余金であります。令和３年度においては、純損失２，２３７万８，３

５７円分を減じ、５，００５万４，１０７円となっております。

これにより、資本合計は、前年度末残高より２，２３７万８，３５７円減少し、１

０億６，２８６万３，１７３円となるものであります。

次のページをお願いいたします。

５６ページは、欠損金処理計算書（案）であります。

本案は、条例の定めるところによるほか、議会の議決をもって欠損金を処理するも

ので、当年度未処理欠損金２，２３７万８，３５７円は減債積立金、建設改良積立金

を取り崩し、欠損金を処理するものであります。

次のページをお願いいたします。
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５７ページは、貸借対照表であります。

初めに、資産の部であります。

１の固定資産の合計は、表の中ほど右側に記載のとおり、１２億７，７９３万７，

４４７円であります。

２の流動資産の合計は、下から２行目、２億９，５７７万８，９４４円で、内訳の

主なものは、現金預金が２億８０９万８，０５６円、未収金７，０６６万７，５６７

円などとなっております。

以上により、資産の合計は、前年度と比較し、１，２８８万６，６２５円減額の１

５億７，３７１万６，３９１円となっております。

次のページをお願いいたします。

５８ページの上段は、負債の部であります。

３の固定負債の企業債は、企業債の令和３年度末未償還残高から令和４年度償還予

定額を差し引いた残高２億７，６３３万７，６０２円で、引当金２，１０１万円は、

ガスホルダーの開放検査費用の積立金であります。

４の流動負債の企業債１，８５８万１，５４５円は、令和４年度の企業債償還予定

額であります。未払金３，４４０万５，５４６円は、３月分の原料ガス代金などであ

ります。

５の繰延収益でありますが、長期前受金１２億９，４７５万８５８円から、減価償

却見合い分を収益化した長期前受金収益化累計額１１億４，１００万５，４６３円を

控除した額は１億５，３７４万５，３９５円となり、負債の合計は、表の中ほどの右

側に記載している５億１，０８５万３，２１８円となっております。

次に、資本の部であります。

６の資本金は、自己資本金１０億９０９万７，５５５円、７の剰余金は、剰余金計

算書で御説明申し上げましたように、資本剰余金の合計は３７１万１，５１１円で、

これに利益剰余金合計５，００５万４，１０７円を加えた剰余金の合計は５，３７６

万５，６１８円となっております。

この結果、資本金と剰余金を合わせた資本の合計は、下から２行目、１０億６，２

８６万３，１７３円となっております。

以上により、負債資本の合計は、資産の合計同様、１５億７，３７１万６，３９１
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円となっております。

以上で、議案第５３号令和３年度男鹿市ガス事業会計決算の説明を終わらせていた

だきます。

次に、議案第５４号令和３年度男鹿市下水道事業会計の決算について御説明いたし

ます。

９６ページをお願いいたします。

初めに、下水道事業の決算概況についてであります。

（１）総括事項。

（イ）の排水処理状況でありますが、年度末の排水戸数は５，９３１戸で、前年度

と比較し、３戸、０．１パーセント減少し、排水区域内の普及率は７２．８パーセン

トとなっております。また、年間有収水量は、１３９万１，２１１立方メートルで、

前年度と比較し、１万８，２０３立方メートル、１．３パーセント減少しましたが、

有収率は１００パーセントとなっております。

（ロ）の財政状況でありますが、収益的収支においては、前年度と比較し、収入で

は５，１２３万１，６０４円の減額で、８億６１３万５，１８９円。

支出では１，９０２万７，２６１円の減額で、７億５，７３３万６，４１２円とな

り、この結果、単年度収支で４，８７９万８，７７７円の純利益となっております。

前年度と比較し、収入で減額となった主な要因は、他会計補助金等の減額によるも

のであります。また、支出で減額となった主な要因は、支払利息等の減額によるもの

であります。

（ハ）の資金不足比率でありますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づき算定される資金不足比率は、令和３年度の下水道事業会計決算では不良債務が

ないことから生じないものであります。

次に、８２ページをお願いいたします。

８２ページから８５ページは決算報告書についてであります。

（１）の収益的収入及び支出であります。

収入でありますが、第１款事業収益の決算額は８億２，９７８万８，９０８円で、

前年度と比較し、５，１４６万１，２７８円の減額。また、支出では、第１款事業費

用の決算額は７億８，８９０万８，５４２円で、前年度と比較し、１，６７０万２，
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４２８円の減額となっております。

また、消費税については、備考欄に記載のとおりであります。

次のページ、８４ページをお願いいたします。

（２）の資本的収入及び支出であります。

収入でありますが、第１款資本的収入の決算額は５億２，３４４万９４０円で、前

年度と比較し、１億８，９９４万６，５３０円の減額。また、支出では、第１款資本

的支出の決算額は７億９，３６１万６，９１８円で、前年度と比較し、２億４，７４

８万９，４７６円の減額となっております。

この結果、資本的収支で不足する額２億７，０１７万５，９７８円につきましては、

当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金及び当年度利益剰余金処分

額で補塡するものであります。

８９ページをお願いいたします。

８９ページは、損益計算書であります。ここからの財務諸表の数値は、消費税抜き

となっております。

初めに、収益であります。１の営業収益は、３億６７万６，６１０円で、前年度と

比較し、６２８万９，６２０円の減収となっております。

次に、中ほど、３の営業外収益は、５億５４５万８，５７９円で、以上２項目を加

えた総収益は、８億６１３万５，１８９円となっております。

次に、費用であります。２の営業費用は、６億３，６８６万９，９３７円。４の営

業外費用は、１億２，０４６万６，４７５円で、以上２項目を加えた総費用は、７億

５，７３３万６，４１２円となっております。

この結果、当年度の純利益は、表の下から４行目に記載のとおり、４，８７９万８，

７７７円となっております。

次のページをお願いいたします。

９０ページ、９１ページは、剰余金計算書であります。

初めに、資本金及び資本剰余金でありますが、ともに動きはなかったものでありま

す。

次に、利益剰余金であります。令和３年度においては、減債積立金などを取り崩し

た一方で、純利益４，８７９万８，７７７円を加え、利益剰余金合計は７，７３３万
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８，１４７円となっております。

これにより、資本合計は、前年度末残高より４，８７９万８，７７７円増加し、５

億６，５９４万８，９３６円となるものです。

次のページをお願いいたします。

９２ページは剰余金処分計算書（案）についてであります。

本案は、条例の定めるところによるほか、議会の議決をもって利益剰余金を処分す

るもので、当年度末未処分利益剰余金７，６２８万７，４３０円のうち、４，９１２

万４，０４０円を資本金への組入れ、２，５１６万３，３９０円を減債積立金へ、２

００万円を建設改良積立金へそれぞれ積立てするものであります。

次のページをお願いいたします。

９３ページは貸借対照表であります。

初めに、資産の部であります。

１の固定資産のうち、（１）有形固定資産の合計は、表の中ほど右側に記載のとお

り、１４６億６，０９７万３，２３６円で、前年度と比較し、４億２，８４９万９，

１９７円の減額。

（２）無形固定資産の合計は、８億５，３８２万９，７１９円で、前年度と比較し、

５７１万３，５２７円の減額で、固定資産の合計は１５５億１，４８０万２，９５５

円となっております。

２の流動資産の合計は、下から２行目、５，９０６万３，１３２円で、内訳の主な

ものは、現金預金が２，６７９万４，９５８円、未収金３，２４４万１，１７４円な

どとなっております。

以上により、資産の合計は、前年度と比較し、４億４，９３０万６，４６４円減額

の１５５億７，３８６万６，０８７円となっております。

次のページをお願いいたします。

９４ページの上段は、負債の部であります。

３の固定負債の企業債は、企業債の令和３年度末未償還残高から令和４年度償還予

定額を差し引いた残高７６億９４７万１，５７８円であります。

４の流動負債の企業債７億３，８３２万７，９２２円は、令和４年度の企業債償還

予定額であります。未払金２，８３４万８，３１５円は、消費税納税額や委託料、流
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域下水道維持管理負担金などであります。

５の繰延収益でありますが、長期前受金８４億７，９５９万８，９８２円から、減

価償却見合い分を収益化した長期前受金収益化累計額１８億５，０３３万３５６円を

控除した合計額は６６億２，９２６万８，６２６円となり、負債の合計は、表の中ほ

どの右側に記載している１５０億７９１万７，１５１円となっております。

次に、資本の部であります。

６の資本金は、自己資本金４億７，１８０万６，２４４円であります。

７の剰余金は、剰余金計算書で申し上げましたように、資本剰余金合計は１，６８

０万４，５４５円で、これに利益剰余金合計７，７３３万８，１４７円を加えた剰余

金合計は、９，４１４万２，６９２円となっております。

この結果、資本金と剰余金を合わせた資本の合計は、５億６，５９４万８，９３６

円となっております。

以上により、負債資本の合計は、資産合計同様、１５５億７，３８６万６，０８７

円となっております。

以上で、議案第５４号令和３年度男鹿市下水道事業会計の決算の説明を終わらせて

いただきます。

次に、議案第５５号令和３年度男鹿市農業集落排水事業会計の決算について御説明

いたします。

１４６ページをお願いいたします。

初めに、農業集落排水事業の決算概況についてであります。

（１）総括事項。

（イ）の排水処理状況であります。

年度末の排水戸数は３８４戸で、前年度と比較し、３戸、０．８パーセント減少し、

排水区域内の普及率は４．４パーセントとなっております。また、年間有収水量は、

８万２，１６０立方メートルで、前年度と比較し、３，２３５立方メートル、３．８

パーセント減少し、有収率は９４．３パーセントとなっております。

（ロ）の財政状況であります。

収益的収支においては、前年度と比較し、収入では１１４万７，９４３円の増額で、

１億８４７万７，７１８円、支出では５５６万２，６５３円の減額で、７，６７２万
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３，７２７円となり、この結果、単年度収支で３，１７５万３，９９１円の純利益と

なっております。

前年度と比較し、収入で増額となった主な要因は、他会計補助金の増額によるもの

であります。また、支出で減額となった主な要因は、職員給与費等の減額によるもの

であります。

（ハ）の資金不足比率でありますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づき算定される資金不足比率は、令和３年度の農業集落排水事業会計決算では不良

債務がないことから生じないものであります。

次に、１３２ページをお願いいたします。

１３２ページから１３５ページは決算報告書についてであります。

（１）の収益的収入及び支出であります。

収入でありますが、第１款事業収益の決算額は１億９８５万８，４３６円で、前年

度と比較し、１１０万１，７９８円の増額。また、支出では、第１款事業費用の決算

額は７，８１０万４，４４５円で、前年度と比較し、５２０万２，３９８円の減額と

なっております。

なお、消費税については、備考欄に記載のとおりであります。

次のページ、１３４ページをお願いいたします。

（２）の資本的収入及び支出でありますが、収入でありますが、第１款資本的収入

ではありませんでした。

支出では、第１款資本的支出の決算額は４，２９７万９，９２８円で、前年度と比

較し、３３８万８，２２９円の減額となっております。

この結果、資本的収支で不足する額４，２９７万９，９２８円につきましては、当

年度分損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金及び当年度利益剰余金処分額

で補塡するものであります。

１３９ページをお願いいたします。

１３９ページは損益計算書であります。

初めに、収益であります。１の営業収益は、１，３８０万７，１８０円で、使用料

であります。

次に、中ほどの３の営業外収益は、９，４６７万５３８円で、以上２項目を加えた
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総収益は、１億８４７万７，７１８円となっております。

次に、費用であります。２の営業費用は６，９９７万１，２３１円、４の営業外費

用は６７５万２，４９６円で、以上２項目を加えた総費用は、７，６７２万３，７２

７円となっております。この結果、当年度の純利益は、表の下から４行目に記載のと

おり、３，１７５万３，９９１円となっております。

次のページをお願いいたします。

１４０ページ、１４１ページは剰余金計算書であります。

初めに、資本金、資本剰余金でありますが、動きはなかったものであります。

次に、利益剰余金であります。

令和３年度においては、減債積立金などを取り崩した一方で、純利益３，１７５万

３，９９１円を加え、利益剰余金合計は３，７４７万８，５９１円となっております。

これにより、資本合計は、前年度末残高より３，１７５万３，９９１円増加し、１

億４，６１５万４，０５６円となるものです。

次のページをお願いいたします。

１４２ページは、剰余金処分計算書（案）についてであります。

本案は、条例の定めるところによるほか、議会の議決をもって利益剰余金を処分す

るもので、当年度末未処分利益剰余金３，７４７万８，５９１円のうち、２，７２１

万５９０円を資本金へ組入れ、９２６万８，００１円を減債積立金へ、１００万円を

建設改良積立金へそれぞれ積立てするものであります。

次のページをお願いいたします。

１４３ページは、貸借対照表であります。

初めに、資産の部であります。

１の固定資産のうち、（１）有形固定資産の合計は、表の中ほど右側に記載のとお

り、１２億３，９２９万５，２６２円で、前年度と比較し、４，３４８万４，９９２

円の減額、（２）無形固定資産の合計は９３万６，０００円で、固定資産の合計は１

２億４，０２３万１，２６２円となっております。

２の流動資産の合計は、１，８８７万４，５５０円で、内訳の主なものは、現金預

金が１，７１７万２，９０６円となっております。

以上により、資産の合計は、前年度と比較し、３，５４７万５，９０５円減の１２
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億５，９１０万５，８１２円となっております。

次のページをお願いいたします。

１４４ページは負債の部であります。

３の固定負債の企業債は、企業債の令和３年度末未償還残高から令和４年度償還予

定額を差し引いた残高１億６，１２３万８４６円であります。

４の流動負債の企業債４，４０９万３，１２４円は、令和４年度の企業債償還予定

額であります。未払金８２２万９，０５９円は、委託料などであります。

５の繰延収益でありますが、長期前受金１１億７，６１５万７，０３４円から、減

価償却見合い分を収益化した長期前受金収益化累計額２億７，７１３万５，７９７円

を控除した合計額は、８億９，９０２万１，２３７円となり、負債の合計は、表の中

ほどの右側に記載しているとおり、１１億１，２９５万１，７５６円となっておりま

す。

次に、資本の部であります。

６の資本金は、自己資本金１億８１０万９，５５２円、７の剰余金は、剰余金計算

書で申し上げましたように、資本剰余金合計は５６万５，９１３円で、これに利益剰

余金合計３，７４７万８，５９１円を加えた剰余金の合計は、３，８０４万４，５０

４円となっております。

この結果、資本金と剰余金を合わせた資本の合計は、１億４，６１５万４，０５６

円となっております。

以上により、負債資本の合計は、資産合計同様、１２億５，９１０万５，８１２円

となっております。

以上で、議案第５５号令和３年度男鹿市農業集落排水事業会計の決算の説明を終わ

らせていただきます。

次に、議案第５６号令和３年度男鹿市漁業集落排水事業会計の決算について御説明

いたします。

１７６ページをお願いいたします。

初めに、漁業集落排水事業の決算概況についてであります。

（１）総括事項。

（イ）の排水処理状況であります。
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年度末の排水戸数は２８１戸で、前年度と比較し、５戸、１．７パーセント減少し、

排水区域内の普及率は１．４パーセントとなっております。また、年間有収水量は、

６万１，３７７立方メートルで、前年度と比較し、１，７２４立方メートル、２．７

パーセント減少しましたが、有収率は１００パーセントとなっております。

（ロ）の財政状況でありますが、まず、収益的収支において、収入では、前年度と

比較し、３２３万４，７１０円の減額で、９，６４３万１，００３円。支出では、１

３２万６，１１４円の減額で、８，６９５万２，６８７円となり、この結果、単年度

収支では、９４７万８，３１６円の純利益となっております。

前年度と比較し、収入で減額となった主な要因は、他会計補助金等の減額によるも

ので、また、支出の減額となった主な要因は、委託料等の減額によるものであります。

（ハ）の資金不足比率でありますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づき算定される資金不足比率は、令和３年度の漁業集落排水事業会計決算では不良

債務がないことから生じないものであります。

次に、１６２ページをお願いいたします。

１６２ページから１６５ページは決算報告書についてであります。

（１）の収益的収入及び支出であります。

収入でありますが、第１款事業収益の決算額は９，７５３万２，０６１円で、前年

度と比較し、３２５万３，０３４円の減額。また、支出では、第１款事業費用の決算

額は８，８０５万３，７４５円で、前年度と比較し、３２万７，４３８円の減額と

なっております。

なお、消費税については、備考欄に記載のとおりであります。

次のページ、１６４ページをお願いいたします。

（２）の資本的収入及び支出であります。

収入でありますが、第１款資本的収入はありませんでした。

支出では、第１款資本的支出の決算額は２，８６３万５，６３９円で、前年度と比

較し、１，０６４万２，５６４円の減額となっております。

この結果、資本的収支で不足する額２，８６３万５，６３９円につきましては、当

年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補塡するものであります。

１６９ページをお願いいたします。



- 56 -

１６９ページは、損益計算書であります。

初めに、収益であります。

１の営業収益は１，１０１万５８０円で、主なものは使用料であります。

３の営業外収益は８，５４２万４２３円で、他会計補助金などであります。

以上２項目を加えた総収益は、９，６４３万１，００３円となっております。

次に、費用であります。

２の営業費用は７，７１１万３，４８４円、４の営業外費用は９８３万９，２０３

円で、以上２項目を加えた総費用は、８，６９５万２，６８７円となっております。

この結果、当年度の純利益は、表の下から４行目に記載のとおり、９４７万８，３

１６円となっております。

次のページをお願いいたします。

１７０ページ、１７１ページは剰余金計算書であります。

はじめに、資本金及び資本剰余金でありますが、ともに動きはなかったものであり

ます。

次に、利益剰余金であります。

令和３年度においては、減債積立金を取り崩した一方で、純利益９４７万８，３１

６円を加え、利益剰余金合計は１，９０２万２，４０７円となっております。

これにより、資本合計は、前年度末残高より９４７万８，３１６円増額し、４，８

２０万１，７５１円となるものであります。

次のページをお願いいたします。

１７２ページは剰余金処分計算書（案）についてであります。

本案は、条例の定めるところによるほか、議会の議決をもって、利益剰余金を処分

するもので、当年度末未処分利益剰余金１，７８４万７，２９２円のうち、８３６万

８，９７６円を資本金へ組入れ、８９７万８，３１６円を減債積立金へ、５０万円を

建設改良積立金へそれぞれ積立てするものであります。

次のページをお願いいたします。

１７３ページは、貸借対照表であります。

初めに、資産の部であります。

１の固定資産のうち、（１）有形固定資産の合計は、表の中ほど右側に記載のとお
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り、１２億１，２４９万５，２１２円で、前年度に比較し、５，２７７万８５４円の

減額、（２）無形固定資産の合計は９０万８，８１５円で、固定資産の合計は、１２

億１，３４０万４，０２７円となっております。

２の流動資産の合計は、１，８９２万１，８５５円で、内訳の主なものは、現金預

金１，７６２万５，５２９円となっております。

以上により、資産の合計は、前年度と比較し、５，０２９万９，８７９円減の１２

億３，２３２万５，８８２円となっております。

次のページをお願いいたします。

１７４ページの上段は、負債の部であります。

３の固定負債の企業債は、企業債の令和３年度末未償還残高から令和４年度償還予

定額を差し引いた残高４億４７１万２，２６５円であります。

４の流動負債の企業債２，９１９万９２４円は、令和３年度の企業債償還予定額で

あります。未払金７８８万５，４７４円は、委託料などであります。

５の繰延収益でありますが、長期前受金１０億７１４万６７９円から、減価償却見

合い分を収益化した長期前受金収益化累計額２億６，５１８万８，１６１円を控除し

た合計額は、７億４，１９５万２，５１８円となり、負債の合計は、表の中ほどの右

側に記載している１１億８，４１２万４，１３１円となっております。

次に、資本の部であります。

６の資本金は、自己資本金２，８４１万１，３５１円、７の剰余金は、剰余金計算

書で申し上げましたように、資本剰余金の合計は７６万７，９９３円で、これに利益

剰余金１，９０２万２，４０７円を加えた剰余金の合計は、１，９７９万４００円と

なっております。

この結果、資本金と剰余金を合わせた資本の合計は、４，８２０万１，７５１円と

なっております。

以上により、負債資本の合計は、資産合計同様、１２億３，２３２万５，８８２円

となっております。

以上で、議案第５６号令和３年度男鹿市漁業集落排水事業会計の決算の説明を終わ

らせていただきます。

以上をもちまして、上水道、ガス、下水道、農業集落排水、漁業集落排水事業会計
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の決算内容及び利益の処分案について御説明を申し上げましたが、御審議の上、御認

定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○委員長（三浦利通） 御苦労さんでした。

次に、監査委員から、決算審査における総括意見を求めます。鈴木監査委員

○監査委員（鈴木誠） それでは、企業局の各事業会計の決算に関する審査意見を御報

告させていただきます。

座って報告させていただきますので、御了承願います。

決算審査意見書の１ページをお開き願います。

審査の対象は、令和３年度の男鹿市上水道、ガス、下水道、農業集落排水及び漁業

集落排水の各事業会計決算でございます。

審査の結果でありますが、各事業の決算書及び付属書類は、地方公営企業関係法令

に定められた様式により作成されており、計数的に正確であると認められました。

また、各事業の令和４年３月３１日現在の経営成績及び財政状態を適正に表示して

いるものと認められました。

以下、内容につきましては、財務状況など主なものについて御説明をいたします。

先ほどの企業局の説明の繰り返しとなる部分もございますが、御了承願います。

初めに、上水道事業会計でありますが、１５ページをお開きください。

事業の概要でありますが、給水人口は２万４，７３０人で、前年度より７０５人の

減、普及率は９７．９パーセント、有収水量は２８３万４，９０３立方メートルで、

有収率は７３．１パーセントとなり、前年度と比較し０．５ポイント上昇しておりま

す。

１８ページをお開きください。

３の経営成績、（１）の比較損益計算書についてであります。表の下の説明を御覧

になっていただきたいと思います。

アでありますが、営業収益５億９２９万７，２２９円に対し、営業費用は５億５，

０４２万６，６１２円で、この結果、営業損失が４，１１２万９，３８３円となり、

前年度より１，０９３万５，２４０円の減益となっております。

イでありますが、営業外収益５，８６１万５，６２１円に対し、営業外費用は３，

６７４万９，４９５円で、この結果、２，１８６万６，１２６円の利益となり、前年
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度より２９７万６，６３９円の増益となっております。

ウでありますが、上記のア、イのほかに、特別利益４万４，４００円、特別損失４

２９万９，６５４円をそれぞれ加えまして、総収益は５億６，７９５万７，２５０円、

総費用は５億９，１４７万５，７６１円で、純損失が２，３５１万８，５１１円とな

り、前年度より１，３６３万８，５０８円の減益となっております。

次の１９ページを御覧ください。

（２）の経営比率でありますが、一つ目の経営資本営業利益率は、経営資本がどれ

だけの営業利益を生み出すのかを見る指標でありますが、マイナス０．６１パーセン

トで、前年度より０．１７ポイント低下しております。

次の経営資本回転率は、経営資本から効率良く収益を上げているのかを見る指標で

ありますが、０．０７回で、前年度と同じであります。

次の営業収益営業利益率は、営業収益に占める営業力によって稼いだ利益の割合を

見る指標でありますが、マイナス８．０８パーセントで、前年度より２．１９ポイン

ト低下しております。

２４ページをお開きください。

６のむすびでございますが、朗読させていただきます。

以上、令和３年度の上水道事業会計における経営成績及び財政状態等について、そ

の内容を分析してきた。

当年度の経営状況は、総収益５億６，７９５万７，２５０円に対して、総費用が５

億９，１４７万５，７６１円で、純損失が２，３５１万８，５１１円となり、２年連

続の赤字決算となった。

これは、給水戸数、給水人口が年々減少していることから、給水収益も減少する一

方で、漏水に伴う修理費等の営業費用が増加していることなどによる。

資金収支面では、内部留保資金を保有していることから、不良債務は発生しておら

ず、また、財政健全化法に基づく資金不足比率も生じていない。

今後、人口減少に伴って、給水人口が減少を続けることから、給水収益の減少に

よって赤字が続くと見込まれ、現状のままでは、経営の一層の悪化に陥るとされてお

り、令和３年度に策定した経営戦略においては、料金体系の見直しを検討すべきとし

ている。
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また、年々低下している有収率を向上させるため、漏水調査や老朽管の更新が必要

となっており、これに要する費用の増大が避けられないことから、計画的な更新事業

の実施や、その財源の確保が課題とされている。

こうした課題に対応し、経営戦略の数値目標を着実に達成するに当たって、特に、

市民の負担増につながる料金改定等については、説明責任を十分果たし、十分な理解

を得た上で判断し、効果的な取組につなげるよう望みたい。

以上でございます。

続きまして、ガス事業会計であります。

次の２５ページを御覧ください。

事業の概要でありますが、供給戸数は９，２４３戸で、前年度より２１７戸の減、

普及率は６８．８パーセントで、前年度より１．１ポイント低下しております。

２８ページをお開きください。

３の経営成績、（１）の比較損益計算書についてであります。

表の下のアでございますが、営業収益４億９，４５９万８，４４８円に対し、営業

費用は５億３，４８２万４，９５４円で、この結果、営業損失が４，０２２万６，５

０６円となりましたが、前年度より５６１万９，９３６円の増益となっております。

イでありますが、営業外収益２，００５万７，８０９円に対し、営業外費用は２２

０万９，６６０円で、この結果、１，７８４万８，１４９円の利益となりましたが、

前年度より７４万７，４０９円の減益となっております。

ウでありますが、総収益は５億１，４６５万６，２５７円、総費用は５億３，７０

３万４，６１４円で、純損失が２，２３７万８，３５７円となりましたが、前年度よ

り４８７万２，５２７円の増益となっております。

次の２９ページを御覧ください。

（２）の経営比率でありますが、経営資本営業利益率はマイナス２．５５パーセン

トで、前年度より０．３１ポイント上昇しております。

次の経営資本回転率は０．３１回で、前年度より０．０２回上昇しております。

次の営業収益営業利益率はマイナス８．１３パーセントで、前年度より１．７６ポ

イント上昇しております。

３４ページをお開きください。
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６のむすびでございますが、朗読させていただきます。

以上、令和３年度のガス事業会計における経営成績及び財政状態等について、その

内容を分析してきた。

当年度の経営状況は、総収益５億１，４６５万６，２５７円に対して、総費用が５

億３，７０３万４，６１４円で、純損失が２，２３７万８，３５７円となり、４年連

続の赤字決算となった。

これは、供給戸数が減少する中で、原料費調整制度によりガス原料価格の上昇が料

金に反映され、売上げが増加したものの、売上原価も増加したことなどによる。

資金収支面は、内部留保資金を保有していることから、不良債務は発生しておらず、

また、財政健全化法に基づく資金不足比率も生じていない。

今後も、供給戸数の減少や他の燃料への切替え等によって供給量の減少が続き、料

金収入が減少すると見込まれる一方、管路施設の耐震化事業等による建設改良費の増

加が見込まれることから、経営の悪化が懸念されている。

このため、令和３年度に策定した経営戦略においては、コスト削減や耐震化率の向

上、普及率の確保など、経営改善に向けた数値目標と、その達成に向けた具体的な取

組事項が示されているので、これを着実に実行し、経営の改善につなげるよう期待し

たい。

以上でございます。

続きまして、下水道事業会計であります。

次の３５ページを御覧ください。

事業の概要でありますが、水洗化人口は、公共下水道分が１万７１４人で、前年度

より１１９人の減、特定環境保全公共下水道分が２，８３０人で、前年度より３６人

の減となっております。

水洗化率は、公共下水道分が７６．３パーセントで、前年度より０．１ポイント上

昇し、特定環境保全公共下水道分が６５．０パーセントで、前年度より１．３ポイン

ト上昇しております。

３８ページをお開きください。

３の経営成績、（１）の比較損益計算書についてであります。

表の下のアでございますが、営業収益３億６７万６，６１０円に対し、営業費用は
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６億３，６８６万９，９３７円で、この結果、営業損失が３億３，６１９万３，３２

７円となり、前年度より２８２万５，７７３円の減益となっております。

イでありますが、営業外収益５億５４５万８，５７９円に対し、営業外費用は１億

２，０４６万６，４７５円で、この結果、３億８，４９９万２，１０４円の利益とな

りましたが、前年度より２，９３７万８，５７０円の減益となっております。

ウでありますが、総収益は８億６１３万５，１８９円、総費用は７億５，７３３万

６，４１２円で、純利益が４，８７９万８，７７７円となりましたが、前年度より３，

２２０万４，３４３円の減益となっております。

次の３９ページを御覧ください。

（２）経営比率でありますが、経営資本営業利益率はマイナス２．１３パーセント

で、前年度より０．０８ポイント低下しております。

経営資本回転率は０．０２回となっております。

営業収益営業利益率はマイナス１１１．８１パーセントで、前年度より３．２１ポ

イント低下しています。

４４ページをお開きください。

６のむすびでございますが、朗読させていただきます。

以上、令和３年度の下水道事業会計における経営成績及び財政状態等について、そ

の内容を分析してきた。

当年度の経営状況は、総収益８億６１３万５，１８９円に対して、総費用が７億５，

７３３万６，４１２円で、差引４，８７９万８，７７７円の黒字決算となった。

これは、３億３，６１９万３，３２７円の営業損失が生じたが、市の一般会計から

の繰入金等により、営業外利益が３億８，４９９万２，１０４円となったことなどに

よる。

資金収支面は、内部留保資金を保有していることから、不良債務は発生しておらず、

また、財政健全化法に基づく資金不足比率も生じていない。

下水道事業では、構築物等の多くの固定資産を有しており、減価償却費だけでも営

業収益を大きく上回っていることから、繰出基準額を上回る、一般会計からの多額の

繰入れによって事業を維持しており、経営改善を通じた繰入れの縮減が求められてい

る。
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このため、令和３年度に策定した経営戦略では、コスト削減や水洗化率の向上等の

数値目標と、これを達成するための取組事項が示されており、その効果的な実行に努

めるとともに、県と市町村の広域連携によって進みつつある維持管理業務の共同化等

をさらに拡大することによって、経営の健全化につなげるよう期待するものである。

以上でございます。

続きまして、農業集落排水事業会計であります。

４５ページを御覧になっていただきたいと思います。

事業の概要でありますが、水洗化人口は９４６人で、前年度より１８人の減、水洗

化率は８５．７パーセントで、前年度より１．３ポイント上昇しております。

４８ページをお開きください。

３の経営成績、（１）比較損益計算書についてであります。

表の下のアでありますが、営業収益１，３８０万７，１８０円に対し、営業費用は

６，９９７万１，２３１円で、この結果、営業損失が５，６１６万４，０５１円とな

りましたが、前年度より３５３万８，９８３円の増益となっております。

イでありますが、営業外収益９，４６７万５３８円に対し、営業外費用は６７５万

２，４９６円で、この結果、８，７９１万８，０４２円の利益となり、前年度より３

１７万１，６１３円の増益となっております。

ウでありますが、総収益は１億８４７万７，７１８円、総費用は７，６７２万３，

７２７円で、純利益が３，１７５万３，９９１円となり、前年度より６７１万５９６

円の増益となっております。

次の４９ページを御覧ください。

（２）経営比率でありますが、経営資本営業利益率はマイナス４．４１パーセント

で、前年度より０．１４ポイント上昇しております。

経営資本回転率は０．０１回となっております。

営業収益営業利益率はマイナス４０６．７７パーセントで、前年度より１１．６５

ポイント上昇しております。

５４ページをお開きください。

６のむすびでございますが、朗読させていただきます。

以上、令和３年度の農業集落排水事業会計における経営成績及び財政状態等につい
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て、その内容を分析してきた。

当年度の経営状況は、総収益１億８４７万７，７１８円に対して、総費用が７，６

７２万３，７２７円で、差引３，１７５万３，９９１円の黒字決算となった。

これは、５，６１６万４，０５１円の営業損失が生じたが、市の一般会計からの繰

入金等によって、営業外利益が８，７９１万８，０４２円となったことによる。

資金収支面は、内部留保資金を保有していることから、不良債務は発生しておらず、

財政健全化法に基づく資金不足比率も生じていない。

農業集落排水事業では、構築物等の固定資産の減価償却費だけでも使用料を上回っ

ていることから、事業を維持するに当たって、繰出基準を上回る、市の一般会計から

の多額の繰入れに依存せざるを得ない。

排水戸数の減少が続く中にあって、使用料の伸びを見込むことは難しいことから、

今後も徹底した経費の削減等に努め、経営の健全化を図るよう望みたい。

以上でございます。

続きまして、漁業集落排水事業会計であります。

次の５５ページを御覧いただきたいと思います。

事業の概要でありますが、水洗化人口は３１５人で、前年度より２４人の減、水洗

化率は８７．７パーセントで、前年度より３．７ポイント減少しております。

５８ページをお開きください。

３の経営成績、（１）の比較損益計算書についてであります。

表の下のアでありますが、営業収益１，１０１万５８０円に対し、営業費用は７，

７１１万３，４８４円で、この結果、営業損失が６，６１０万２，９０４円となり、

前年度より３７万３，７４０円の減益となっております。

イでありますが、営業外収益８，５４２万４２３円に対し、営業外費用は９８３万

９，２０３円で、この結果、７，５５８万１，２２０円の利益となりましたが、前年

度より１５３万４，８５６円の減益となっております。

ウでありますが、総収益は９，６４３万１，００３円、総費用は８，６９５万２，

６８７円で、純利益が９４７万８，３１６円となりましたが、前年度より１９０万８，

５９６円の減益となっております。

次の５９ページを御覧ください。
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（２）経営比率でありますが、経営資本営業利益率はマイナス５．３パーセントで、

前年度より０．２４ポイント低下しております。

経営資本回転率は０．０１回となっております。

営業収益営業利益率はマイナス６００．３６パーセントで、前年度より１３．１７

ポイント低下しております。

６４ページをお開きください。

６のむすびでございますが、朗読させていただきます。

以上、令和３年度の漁業集落排水事業会計における経営成績及び財政状態等につい

て、その内容を分析してきた。

当年度の経営状況は、総収益９，６４３万１，００３円に対して、総費用が８，６

９５万２，６８７円で、差引９４７万８，３１６円の黒字決算となった。

これは、６，６１０万２，９０４円の営業損失が生じたが、一般会計からの繰入金

等によって、営業外利益が７，５５８万１，２２０円となったことによる。

資金収支面は、内部留保資金を保有していることから、不良債務は発生しておらず、

財政健全化法に基づく資金不足比率も生じていない。

漁業集落排水事業では、構築物等の固定資産の減価償却費だけでも使用料を上回っ

ていることから、事業を維持するためには、繰出基準を上回る、市の一般会計からの

多額の繰入れに依存せざるを得ない状況にある。

排水戸数の減少が続く中にあって、使用料の伸びを見込むことは難しいことから、

今後も徹底した経費の削減等に努め、経営の健全化を図るよう望みたい。

以上でございます。

次に、資金不足比率審査意見書の１ページをお開き願います。

令和３年度男鹿市公営企業会計資金不足比率に関する審査意見のうち、上水道、ガ

ス、下水道、農業集落排水及び漁業集落排水の各事業会計について御説明いたします。

審査は令和４年７月５日に実施いたしました。

その結果でございますが、２ページの表のとおり、審査に付された各事業会計の資

金不足比率は発生しておらず、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれ

も適正に作成されているものと認められました。

以上でございます。
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以上、令和３年度男鹿市上水道、ガス、下水道、農業集落排水及び漁業集落排水の

各事業会計の決算及び資金不足比率に関する審査意見を述べさせていただきました。

どうかよろしくお願いいたします。

○委員長（三浦利通） 大変どうも御苦労さんでした。

以上で、補足説明及び監査委員からの総括意見が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので順次これを許します。 初に

１４番小野委員。１４番

○１４番（小野肇委員） 長時間、そして詳細な御説明、御苦労さまでした。ありがと

うございます。

私の方から、通告に従いまして３点、上水道、下水道、そしてガス事業について御

質問いたします。

まずは、上水道のことで御質問いたします。

令和３年度男鹿市公営企業会計決算審査意見書でも述べられているとおり、給水戸

数、給水人口、年々減少していることから、給水収益も減少する一方で、修理等の費

用が増加しているとのことです。今後も、人口減少により給水収益の減少によって赤

字が続くと見込まれるようですが、現実に平成２８年度に５億４，３６６万２８４円

あった給水収益が、令和３年度では４億９，９４５万８，０９５円と、６年で４，４

２０万２，１８９円と少なくなっております。経営の悪化を防ぐために令和３年度に

策定した経営戦略でも、料金体系の見直しを検討するべきと記載されております。言

葉は優しく書かれておりますが、このことは水道料金の値上げを指していると思われ

ます。ですが、安易な料金値上げについては、市民は納得しないと思います。現実的

に料金の回収率も９３．２９パーセントと、給水現益が供給単価を上回っております。

給水収益に結びつく全てのことをやってこそ、市民の理解を得ることができ、料金の

改定に取りかかることができますが、市民の理解を得るために、今後皆様は何をやる

か、それをお聞かせください。

続いて、ガス事業について質問いたします。

上水道と同様に、令和３年度男鹿市公営企業会計決算審査意見書でも述べられてい

るとおり、今後も供給戸数の減少や他の燃料への切替え等によって供給量の減少が続

き、料金収入の減少が見込まれる一方、建設改良費の増加が見込まれることから、経
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営の悪化が懸念されているとのことです。確かに総販売ガス量は、加茂を含めて１万

カロリー計算で、平成２８年度と令和３年度で比べますと、３２万７，４５８立方

メートルの減少となっております。ですが、決算書をよく見ますと、収益が増えてい

るものもございます。器具販売収益が平成２８年度で１，８７２万３，７０４円であ

りましたが、令和３年度では何と３，３２７万４，９００円と、６年間で１，４５５

万５，６９６円の増益となっております。職員の営業活動の賜物と思いますが、増益

のこの理由と、今後の器具販売についてのお考えをお知らせください。

それと、通告しておりませんけども、ガス事業の人件費のところで一つお聞きした

いと思います。

ガス事業は、皆さん御存じのとおり、ガスの主任技術者がいないと事業が成り立ち

ません。ガス主任技術者の有資格者の人数、それと給与が資格のある人とない人に比

べて比較するとどうなのか。また、事業責任を抱えて業務に当たっている者について

は、特別の手当を支給しているのか、その辺をお知らせください。

後に、下水道事業について御質問いたします。

本市では、下水道の建設工事は令和２年度で概成し、今後は施設の維持管理と修繕

に費用負担が増加いたします。令和３年度男鹿市公営企業会計決算審査意見書でも述

べられているとおり、経営戦略では、県と市町村の広域連携によって進みつつある維

持管理業務の共同化等をさらに拡大することによって、経営の健全化につながると記

載しております。第５次男鹿市行政改革大綱でも、管路維持管理包括委託を令和４年

度では一部実施となっております。

そこで、まず一つ目は、管路維持管理包括委託の実施内容と、令和３年度と比較し

て令和４年度の本市の予算の増減の見込みについて、少しお聞きしたいと思います。

それと、二つ目といたしまして、共同化の拡大に関連して質問いたしますけども、

県内の自治体の生活排水処理事業を取り巻く現状では、技術職員の不足、老朽施設の

増加、人口減少に伴う使用料収入の悪化、いわゆるヒト・モノ・カネの課題が顕著化

しており、単独での事業運営が困難になりつつあると言われております。そこで県で

は、市町村の生活排水処理事業を支援する株式会社を令和５年度に設立し、令和６年

度に本格運用するというスケジュールを示しております。これに参加することによっ

て、本市の予算の縮減が図られるのか。また、災害時の支援にプラスになるのか。
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どんな内容が男鹿市にとってプラスになるのか。

以上、お聞きいたします。よろしくお願いします。

○委員長（三浦利通） 答弁を求めます。佐藤企業局長

○企業局長（佐藤孝悦） それでは、３事業に対しての質問でありますけども、まず上

水道事業会計であります。

料金の見直し、料金改定についての質問がありましたけども、まず水道事業につき

ましては、これまで組織の見直しによる人員の削減、電気料金の見直しなど、経費の

節減に努めてまいりました。そのため、県内でも低い料金水準を維持してきておりま

す。しかし、人口減少に伴う料金収入の減少や更新需要の増大などにより、現行料金

のままでは必要な維持管理や建設投資に影響を及ぼすことから、水道事業の健全な運

営を確保するためには、適正な料金水準にする必要があると考えております。そこで、

市民の皆様にとって、水道料金の引上げについては受け入れがたいことであるという

認識は持っております。

今後も引き続き、経営戦略に沿った事業運営を行い、経費の節減に努め、将来にわ

たり健全な経営をしていくためには、料金改定が必要なことについて、様々な手法や

機会の中で理解を得られるよう説明し、努力してまいりたいと考えております。

次に、ガス事業についてであります。

器具販売収益の増収ですけども、これにつきましては、これまで、いわゆるガス展

などを年に１回程度行ってまいりましたけども、令和３年度については、２回、男鹿

の逸品コレクションへの出品を含めて２回行って、売上げが増加したものであります。

さらに、県内のリフォーム業者に営業を進めて、いわゆる流し台とかお風呂など、そ

のリフォームの方にも拡大しておりまして、そこで現在は収益を確保していることか

ら、今後も器具販売を拡大していきたいと考えております。

それから、ガスの主任技術者についての質問ですけども、これは現在、企業局では

４人おります。そして、その給与ですけども、これについての差はございません。あ

くまでも給与表に基づいて支給されております。

ただし、今委員からも質問がありましたけども、重大な責任を負っていると、その

職員に何の差もないのかということでしたけども、これにつきましては、今年度４月

から、主任技術者に対する、いわゆる危険手当といいますか、それを新設して、この
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４月から支給を始めたところであります。

それから、下水道事業会計です。

まずその１点の管路包括管理ですけども、管路の維持管理業務等を県と市町村とで

共同発注することにより、持続可能な維持管理体制の構築とコスト縮減が見込めると

のことで、令和４年度から、秋田湾雄物川流域下水道の関連する７自治体で管路包括

管理の民間委託が開始されております。

委託内容は、マンホールの腐食状況の確認や蓋の点検、マンホールポンプ保守点検、

住民からの通報、事故時の初動対応などで、３年間の委託となっております。これに

より、市では年間約２００万円のコスト削減が図られるものと見込んでおります。

後に、株式会社の設立についてですけども、県では、市町村ごとでは対応が難し

くなっている業務の持続性を高めようと、令和５年度中に官民出資の会社を設立する

計画を提案しております。令和４年５月に開催された県、市町村共同政策会議の総会

において、市町村の安定的な下水道事業を支援するための官民出資の株式会社につい

て、県内の全２５市町村が出資する方針を確認しております。官民出資の新会社では、

市町村のニーズに応えた経営戦略やストックマネジメント計画、点検・調査計画等の

策定や経営分析、収支将来予測などのシミュレーションのほか、資産管理、証書作成、

台帳管理、工事監督補助、委託履行管理業務などを行う予定であると伺っております。

以上です。

○委員長（三浦利通） 小野委員

○１４番（小野肇委員） 説明ありがとうございました。

私の私見になるか分かりませんけども、上水道に関しては、まず施設の有効活用、

そして余剰な能力を有効活用して費用の縮減を図るべきではないかと思います。何を

言いたいかというと、私は若美浄水場に着目しております。若美浄水場は、１日１，

０００立方の余剰水があるはずです。これをただ海に流しておくのには、本当にもっ

たいないものではないでしょうか。

現在、大潟村との平成２２年度から行われている協議が、大潟村で１日１，６００

トンが全量供給、それを滝の頭の湧水でないと受け入れできないとのことから、現在

協議会は休止状況だと伺っております。私が聞いてるところでは、大潟村さんの現状

は、取水施設の改良を行い、浸透水を水源とした井戸を使用しているようですが、現
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状でも取水については問題を抱えているようであります。そのことは、今年の春先、

一部で給水制限を大潟村さんの方では行ったそうです。

私は、県道男鹿八竜線の西側の大潟村さんの道の駅、干拓博物館、パックご飯工場

等に給水できるように、ここを認可変更してですね、給水範囲を広げてはどうかと。

もちろん相手があってのことですけども、今ある若美の滝の頭の１，０００トンをた

だみすみす流すよりも、収益に結びつけた方が、これが後で広域連携を含む大潟村へ

の水道水供給の足がかりにもなるのではないかと考えますが、その大潟村の給水につ

いて、現在どのようにお考えになっているか、お聞きしたいと思います。

それと、ガス事業については分かりました。ただ、リフォーム業者との提携という

ことなんですけども、便器とか浴槽とかキッチンとかそういうものも一緒に販売の中

には含まれているのか。そこを聞かせてください。

それと、 後の下水道の分なんですけども、株式会社設立のその趣旨は分かるんで

すけど、実際やっている内容を見ると、男鹿は工事概成しておりますので、まずこれ

から工事はほぼないだろうと。ただ維持管理をするにした場合ですね、男鹿の職員が

一番男鹿のことを分かってるわけですよ。ですので、計画もすぐ立てられるだろうし、

もちろんコンサルさんの手助けをもらうと思いますけども、そこで入札で戦いが始

まって安くできるようなこともあると思いますので、その辺について、ちょっと私の

考えが古いかどうか分かりませんが、今の現状では、私は何となく、まあ何ていうん

ですかね、共助といえばあれなんですけど、ほかの弱い市町村を助けるために男鹿が

参加するという趣旨であれば、まだ何かいい感じに捉えるんですけども、ただやはり

住民抱えておりまして、その分で料金が上がるようなことがあると、やはりちょっと

一考しないといけないのかという考えもありますが、まあ分かる範囲で結構です。こ

れ、やっぱ全市町村が手を挙げたということですので、まあ難しいと思いますけど、

やはり参加するんですよね。

以上、よろしくお願いいたします。

○委員長（三浦利通） 佐藤企業局長

○企業局長（佐藤孝悦） まず、大潟村といいますか、滝の頭の若美浄水場の水の件で

あります。

委員御存じのとおり、大潟村とは、平成２２年、大潟村からの要望があって、これ
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まで協議会、幹事会をずっと続けてきました。協議会については５回、幹事会につい

ては２０回、しかも送水方法、供給方法などについても四つの案を検討してきた経緯

があります。ただし、 終的には、令和３年２月の第５回協議会において、大潟村の

方から、現在の方法では受け入れがたいと。まあ当時、滝の頭１００パーセントの水

ではないということで、協議会が中断した形になっております。で、私の方でも当然

経営のことを考えまして、いろいろ大潟村への供給をまあ断念したわけではなく、県

で現在水道の広域化のことも検討しておりますので、それに向けて、私の方ではい

ろんな方策をまだ考えているところです。で、現実、現在大潟村から直接要望等が再

開されたということではありません。なので、今後も注視していきたいと考えており

ます。

それから、ガスですけども、リフォームの件で便器などとありましたけども、これ

もあります。全てガスや水道に結びついているものですので、その全体の一つとして

便器なども、で、現実にその売上げの実績もございますので、今後も頑張っていきた

いと思っております。

それから、下水道の株式会社、委員のおっしゃるとおり、非常にこちらの方として

も難しい問題だと考えております。ただし、県と市町村でそれぞれ今後検討していく

ということになっておりますので、男鹿市でも手を挙げていっておりますので、今後

内容については、この後も検討しながら進めていきたいと考えております。

以上です。

○委員長（三浦利通） 再質疑。小野委員

○１４番（小野肇委員） 大潟村に関しては、男鹿市もよく、大潟村もよくということ

で、その認可変更を行って給水区域を広げることが何か一番いいような感じがいたし

ます。現実に大潟村は、多分、市長の耳の方に入ってるか分かりませんけども、水で

困ってるような話は聞いているかいないかちょっとあれなんですけども、実際１，０

００トンという水は大変大きな収益につながりますので、まあその辺をよく考えては

いると思いますが、料金値上げの前にその辺のところを納得しないと、やはりまだ余

地があるんではないかというようなところにもなると思います。もちろん相手がある

ことですので、相手が拒否すればそれまでだと思いますが、どうかその辺のことよろ

しくお願いいたします。
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○委員長（三浦利通） 菅原市長

○市長（菅原広二） 非常にいい御指摘をいただきました。私も、若美の浄水場を見に

行きたいと思ってあったんですよ。あそこだけ非常に行きにくいところで、まだ行っ

てないすな。だからそれを見ながら、何とか常にいつも話合いのチャンネルはいつで

もつなげるように、そういうつもりでおりますから、どうか委員の皆様からもその気

持ちをこう分かっていただきたい。

今、社会インフラいろいろありますけども、いつも私が言うように、飲料水が一番

大事ですよね。飲料水が止まると生活できないわけです。電気とか道路とか、それか

らガスとか下水道止まってもね、ちょっとは我慢できる。水は命の水ですから。それ

から、やっぱり私たちがこういう田舎にいて、そういう滝の頭っていうすばらしい環

境、すばらしい水を飲めることに、まず自然と親祖先に感謝しながらね、何とかその

チャンネルは常に持っていきたいと思ってますから、ただいろいろな、各論ではいろ

いろな問題あること、委員が一番御存じだと思いますけども、どうか委員の皆さんか

らもね、そういうことを分かりながら、やっぱり大潟村も質のいい水を欲しがってる

ことは間違いないはずですから、そこあたり何とかやっていきたいと思ってます。

あとそれから、市町村の生活排水事業について、男鹿はやっぱり優秀な技術者が

いっぱいいるわけですよな。そのことを懸念してるんだと思います。だからそのこと

については、地域全体のやっぱりこれからの市町村の連携プレーというのは非常に大

事なことで、だからその中で、男鹿のやっぱり特技っていうかね、特徴を生かしなが

ら、その協議会の場に入っていくと、そういうことだと思ってます。だから男鹿では

いい技術者がいるから、そのことをＰＲしながら、その活用とか、それがほかの市町

村とも一緒にやれるんではないかなと。やっぱりスケールメリットですから、男鹿だ

けじゃなくて、こうもっと全体的なことの大きな枠の中で、スケールメリットはある

と思ってますから、何とか前向きに取り組んで、問題もありますけども、みんなと協

調しながらやっていきたいと。いろんなことが、やっぱり近隣の市町村と協調してや

らなければだめな時代に入ってますので、そのことも御理解を願いたいと思います。

ありがとうございます。

○委員長（三浦利通） １４番小野委員の質問を終結いたします。

次に、１２番太田委員の質疑を認めます。１２番
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○１２番（太田穣委員） どうもお疲れさまでございます。

私からは、水道事業及び下水道事業について質問させていただきます。もしかした

ら小野委員とダブるとこもあるかもしれませんが、どうかよろしくお願いしたいと思

います。

初めに、監査意見書にもあるとおり、水道料金収入は、人口減少や節水型社会への

移行とともに減少しておりまして、特に今後人口減少が進む小規模自治体において、

大きく減少することが想定されます。一方で、高度経済成長期に整備した管路等の更

新時期でありますが、決算書にもあるとおり、現在の更新率は低い状況であります。

水道事業、下水道事業、ガス事業、どの事業においても、今後更新費用の増大が見込

まれますが、収入は減少する一方で、支出は増加することになります。生活に必要不

可欠なインフラである各事業を持続的に経営していくためには、経営努力に取組なが

ら、適切に管路の更新を行っていくことが必要です。

それでは、通告に従い質問させていただきます。

初めに、上水道、下水道の加入促進に向けて、現在どう取り組んでいるのか伺いま

す。

特に下水道事業においては、排水区域内における下水道普及率７２．８パーセント

とのことですが、脇本地区の下水道加入率が低いと思いますが、どのように加入促進

を図っていくのか、お伺いいたします。

それと、経営状況、依然と厳しいですが、一般会計からの基準外繰入に頼らなくて

も経営改善できるためには何に取り組んでいくのか、お伺いいたします。

それと、報告第８号において、水道料金、ガス器具の債権放棄についての報告があ

りました。下水道事業においては、公営企業法上、債権放棄を議会へ報告する必要が

ありませんが、今後、下水道事業の未収金において見込まれる債権放棄は幾らくらい

になるのか、お伺いします。

また、債権放棄しなくてもいいように、どのような方策をとっているのか、お伺い

いたします。

それと、水道料金の時効について、ちょっと前までは２年でしたが、令和２年の民

法改正により、令和２年４月１日以降に契約した水道料金の消滅時効の完成時期は、

基本的に地方自治法が適用される下水道と同じ５年になりました。ということは、令
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和２年３月３１日までに契約した水道料金については、令和３年度中に消滅時効を迎

えることになりますが、このたびの債権放棄において、時効の援用によるもの、また、

破産宣告によるもの、行方不明などもあると思いますが、５５件、２０万４，０６１

円の内訳についてお伺いいたします。

以上、よろしくお願いいたします。

○委員長（三浦利通） 答弁を求めます。佐藤企業局長

○企業局長（佐藤孝悦） それでは、質問にお答えいたします。

初めに、上水道の加入促進についてであります。

現在、男鹿市では、上水道の加入率が９７．９パーセントと非常に高い状態にあり

ます。逆に言うと、必要とされる人は、ほぼ加入しているというふうに考えておりま

す。ただ、現在井戸水を使用している方のポンプが壊れたときなどについては、今後

の経費を考えると、上水道に入った方が安価であると、そういう状況提供をしながら、

上水道へ切り替えてくれるように加入促進を図っているところであります。

次に、下水道です。

脇本地区は非常にまず加入率が低いわけですけども、要因としましては、いわゆる

一人世帯や高齢者世帯の割合が高いためだと考えております。８０代の一人暮らしと

かであれば、もう自分の代でこのうちは終わると、誰も跡継ぎがいないなど、そうい

う家庭については、今後下水道につなぐ気はないと、気持ちはないというふうな回答

などもあり、実情そうなんだなというところがあります。それでも、県外に家族がい

る場合については、お盆など帰省時に訪問して直接面談をしたりして、加入の意思を

踏まえて加入促進を図っているところであります。

次に、下水道の一般会計に依存しない経営改善ですけども、下水道事業の問題とし

て、整備費用に要した企業債の償還が非常に多額であったと。今後、償還金は年々減

少していくため、新たな借入れを抑えて企業債の償還金を増やさないようにして、基

準外繰入を減らしていきたいと考えております。そのほかにも、当然ながら、より一

層の加入促進を図り、広域化などによる経費削減にも努めてまいりたいと考えており

ます。

下水道の未収金による債権放棄ですけども、これにつきましては、今後どれくらい

になるかという見込みは特にありません。極力そうならないように、特に下水道の場



- 75 -

合は、上水道と一体とした料金体系となっておりますので、上水道と合わせて新たな

滞納者を生まないように、供給停止など、それを徹底していくことによって滞納額を

増加しないように努めているところであります。

それから、水道料金の民法改正に伴う影響ですけども、これまで民法上で２年だっ

たものが５年に改正されたと。で、当然、以前のものについては２年で時効は成立し

ているわけですけども、私の方では、不納欠損処理につきましては、事務上の効率化

を考えまして、ガス、下水道と同じで５年で対応しておりました。ただ、２年でいい

ものをもらっていたということではなくて、不納欠損の処理を５年で行っていたとい

うことであります。そのために、事務上、また、未納者について不利益になることは

ありませんけども、そのように法令的には対応しておりますので、よろしくお願いし

ます。

○委員長（三浦利通） 再質疑。太田委員

○１２番（太田穣委員） ありがとうございます。終わります。

○委員長（三浦利通） １２番太田委員の質疑を終結いたします。

暫時休憩いたします。

午後 ３時０７分 休 憩

午後 ３時０７分 再 開

○委員長（三浦利通） 再開します。

ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論は通告がありませんので終結いたします。

これより採決に入ります。

はじめに、議案第５２号令和３年度男鹿市上水道事業会計決算の認定についてを採

決いたします。本件を原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり認定す

べきものと決しました。
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次に、議案第５３号令和３年度男鹿市ガス事業会計決算の認定についてを採決いた

します。本件を原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり認定す

べきものと決しました。

次に、議案第５４号令和３年度男鹿市下水道事業会計決算の認定についてを採決い

たします。本件を原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり認定す

べきものと決しました。

次に、議案第５５号令和３年度男鹿市農業集落排水事業会計決算の認定についてを

採決いたします。本件を原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり認定す

べきものと決しました。

次に、議案第５６号令和３年度男鹿市漁業集落排水事業会計決算の認定についてを

採決いたします。本件を原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり認定す

べきものと決しました。

これにて企業局事業会計の審査を終了いたします。大変どうも御苦労さまでした。

お諮りいたします。委員長報告については、当席に御一任願いたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 御異議なしと認めます。よって、委員長報告は当席に一任され

ました。

次に、お諮りいたします。冒頭皆様にお諮りいたしましたように、本委員会の日程

についてであります。全ての日程を終了いたしましたので、本日をもって終了するこ

とに御異議ございませんか。
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（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（三浦利通） 御異議なしと認めます。よって、決算特別委員会をこれにて閉

会いたします。

大変御苦労さまでした。

午後 ３時１０分 閉 会


